
午前１０時４分 開議

○議長（奥和田好吉君） ただいまから平成１２年

第４回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１６番 島原正嗣君、１

７番 角谷英男君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、泉南監報告第１５号 例月現

金出納検査結果報告を議題といたします。

本件に関し、監査委員の報告を求めます。監査

委員 成田政彦君。

○監査委員（成田政彦君） おはようございます。

議長の許可を得ましたので、ただいまから平成１

２年８月分の例月現金出納検査の結果を報告いた

します。

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づ

き、平成１２年８月分は平成１２年９月２２日に

島原前監査委員が検査を執行されました。これに

ついては、一般会計、特別会計などの収入役扱い

分並びに水道事業会計分の関係資料を中心に、出

納関係諸帳簿及び証拠書類、預金現在高について

収支内容を照合されたところ、いずれも符合して

おり、出納は適正であると認定されたとの引き継

ぎを受けております。

以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの監査委員の報

告に対し、質疑等ありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） おはようございます。新し

く成田議員が議会選出ということで監査になられ

て、本会議の中でも質疑があったんですが、いわ

ゆる滞納が多いという中での徴収率の低い問題で、

法的には問題がないという答弁があったんですが、

専決の場合、ああいう状態になったときに、専決

した場合には監査の方にもちゃんと報告をすべき

だと私は思うんですね、重要な問題ですから。

そういう点で、例のいわゆる差し押さえの行為

がしてあることを解除したという問題について、

行政内部で法的に問題ないとは言っても、重要な
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問題ですから監査の方までも私は報告があるべき

だと思うのですが、そういう点での見解と、そう

いうことについての報告があったのかどうかをお

聞かせをいただきたい。

そして、新しく監査になられたので、ひとつど

ういう方針で監査をやられるのか、そういう決意

などがあればお述べいただければありがたく思い

ます。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○監査委員（成田政彦君） 小山議員にお答えいた

します。

地方自治法１９８条の３には、監査委員は公正

不偏の立場に立ってやるべきだということが書か

れてます。私も市民の目線の立場に立って、単に

金銭の出納にかかわらず、行財政監査などやりた

いと思っています。

また、先ほど質問された問題については、平成

１０年に事実起きた問題でありますが、私はこの

問題についても監査事務局を通じて税当局から事

情を聞きました。こういうことにつきましては、

今後なきよう厳しく監査をしていきたいと思いま

す。また、今後の取り扱いについては、中田参与

が話したように、それ以上のことは私も答えるこ

とができません。

以上であります。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 就任されて速やかに事情を

聞かれたということで、大変的確な対応ではなか

ったかなと私は思います。

確かに、専決という条例上の措置はあるんです

が、重大なことについては、市長に相談するなり

市長の判断を仰ぐみたいなことも専決の中には当

然あると思うんですね。専決一般では、解除は助

役となっておりますけども、重要なことについて

は市長が判断をするという文言が頭についておる

ように私は思うのですが、そういう点で報告の中

で、そういう点に照らして助役だけで専決をした

と、市長は最近の新聞報道がされるまで全く知ら

なかったという、こういう構造は、私は大きな意

味ではやはり法に触れる行為ではないかなと。説

明責任、報告義務ということからいえば私は重大

な問題を持っとると思うのですが、監査事務局か



ら聞いたことについて、監査事務局はその点につ

いてはどういうように判断をしておられるのか、

報告がどうあったのか、その辺もお聞かせをいた

だきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○監査委員（成田政彦君） これは８月の例月監査

の報告でありますので、私としてはこれ以上答え

ることはできません。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 今後、監査に当たってこの

問題、市長もまだもう少し調査をしたいという答

弁もありましたから、監査としてもこの問題をも

う少し新しい視点で、市民にも議会にもよく理解

できるようなひとつ御説明をいただけるように調

査を続けてお願いをしたいということで、私は終

わっておきます。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 一、二点ちょっとお聞き

したいと思うんですけども、今後１年間厳正な監

査をやっていただけるものと期待しておりますけ

れども、従前、監査委員は行政監査ができなかっ

たのが行政監査できるようになったということの

経緯があって、今回地方分権一括法案の一応の成

立をもって機関委任事務が廃止されたということ

で、それにとってかわって今は自治事務や法定受

託事務という形が出てきてるわけですけれども、

監査委員の監査範囲はどこまで及ぶのか、あるい

はどこまで及ばないのか、その辺わかっている範

囲でお答えいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○監査委員（成田政彦君） これも、私が今報告し

たのは例月検査の範囲内ですけど、監査の範囲が

どこまで及ぶかについては、私は地方自治法に基

づいてきちっとやりたいと思います。法令に基づ

いてやる決意であります。

以上であります。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 基本的に法定受託事務も、

機関委任事務が廃止されたから監査の範囲が及ん

できたということで、かなり包括的な監査実施が

できるということになっておりまして、それが監
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査委員の自立性にも貢献するのだというふうに考

えております。

ただ、その法定受託事務の中でもやっぱり限界

があるのは、国の安全とか個人のプライバシーと

いう問題が同じ法定受託事務の中でも監査の対象

外とされているわけですけれども、それ以外、旧

来の機関委任事務の範囲内でまだ監査対象とされ

てないものがあれば説明していただきたかったの

ですけれども、その点いかがでございましょうか。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○監査委員（成田政彦君） どういうことを答える

ことを要求しとるんかわかりませんけど、地方自

治法に書かれてる監査委員の請求は、地方自治法

を読めば項目がきちっと内部にわたって書かれて

おります。私は地方自治法に沿って、不偏公正の

立場に立って監査をするつもりであります。

以上であります。

○議長（奥和田好吉君） 以上で監査委員の報告に

対する質疑を終結いたします。

以上で監査報告を終わります。

この際お諮りいたします。本日これより上程予

定の議案のうち、平成１１年度各会計決算認定１

６件を除く議案につきましては、いずれも会議規

則第３７条第２項の規定により、委員会の付託を

省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって、本日これより上程予定の議案のうち、平

成１１年度各会計決算認定１６件を除く他の議案

につきましては、いずれも委員会の付託を省略す

ることに決しました。

議員各位にお願い申し上げます。質疑の回数は、

議長としてでき得る限り会議規則を遵守してまい

りたいと思いますので、議員各位におかれまして

はよろしく御協力お願い申し上げます。

次に、日程第３、議案第１号 泉南市公平委員

会委員の選任についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び



に内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第１号、泉南市公平委員会委員の選任について、

提案理由の御説明を申し上げます。

泉南市公平委員会委員上林良一氏は、平成１２

年１２月２５日付をもって任期満了となりますが、

同氏を泉南市公平委員会委員として最適任者と認

め再任いたしたく、地方公務員法第９条第２項の

規定により議会の御同意を賜りたく、お願いする

ものでございます。

なお、同氏の経歴につきましては、議案書３ペ

ージにお示ししているとおりでございます。

甚だ簡単でございますが、本議案の説明にかえ

させていただきます。何とぞよろしく御同意を賜

りますようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） 今、市長の方から公平委員

の選任についての御説明がありました。この公平

委員の 再任ですからこれまでもやってこられ

たんですが、主なこれまでのお仕事の内容、また

は事件の処理について御報告いただきたいと思い

ます。

○議長（奥和田好吉君） 津野総合事務局長。

○総合事務局長（津野和也君） 公平委員会の主な

業務について御説明申し上げます。

幸いなことでございますが、泉南市の場合、公

平委員会で審議するような事項については、ここ

数年ございません。ただ、不当労働行為等々以外

の職員団体等の登録業務等がございますので、こ

こ二、三年におきましては、主な公平委員会とし

ての業務といたしましては、泉南市教職員組合及

び泉南市職員組合の登録についての審査をいたし

たところでございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） そういう労働に関しての問

題がなかって幸いだということを報告があったん

ですが、当然こういう公平委員会の趣旨なんかの

周知徹底をして、やはり労働問題についてきちっ

と救済をしていくと、こういう機関そのもののお

仕事もあると思うんですね。だから、事件がなか
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ったから幸いだというよりも、やはり今リストラ

とかいろんなことで就労不安、労働不安がいっぱ

いある状況の中、公務員の皆さんにおいてもそれ

はいろんな影響があると思います。

そういう点で、やはりこういう委員会がちゃん

と役目を果たすような状況は、いっぱいあると思

うんですね。そういう点で、そういう委員会とし

ての役割を十分市民に、また関係者に周知徹底し

て認知してもらわないと、この制度そのものが機

能しないわけですから、そういう点での役割はむ

しろ重要だろうと思いますね。

こういう問題は、そういう案件があった方がむ

しろ役割を果たしておるし、機能しとるわけです

から、決して今の世の中、働くことについて不満

のない、そんな状況があるはずはないわけで、そ

ういう点での委員会、また委員としてのお務めは

どうかということで、そういう啓発というんです

か、そういう趣旨をお知らせするような行為とい

うのは、一体どういうことでやっておられるんで

しょうか。

○議長（奥和田好吉君） 津野総合事務局長。

○総合事務局長（津野和也君） 公平委員会につき

ましては、大体主に職員等々でございますので、

私といたしましては、市で働いておる職員でござ

いますから、地方公務員法なり自治法なりは十分

御承知のことでございますので、改めて公平委員

会の方から職員の皆様方にそういう通知をする必

要はないと思っておるところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 最後にしときますけどね、

あなたの考えを聞いとるわけじゃないんですから、

やっぱり委員となった人は市民から選ばれて委員

になるわけですので、やはりそういう活動を私は

すべきだと思いますよ。だから、あなたは事務局

でそう答えられておるんですが、これは市長が人

事案件で提案されとるわけですから、そういうこ

とに意欲を持ち、一体公務員の働く状態がどうか

ということをいわゆる公務員の側に立って考える、

そういう人の人選が大事だと思いますよ。全くそ

んな必要がないということを事務局に言われるよ

うな、そんな委員では困るわけですね。やっぱり

機能してないと私は思いますよ、今の状態。今機



能しなかったらいつ機能するんですか。

だから、そういう点では委員の選任に当たって

は、もうちょっとそういうことにちゃんと識見を

持ち、見識を持った人を提案するべきだと思うん

ですね、提案者としては。私は、そういう点で事

務局が安易に知らせる必要がないというようなこ

とを答弁するような今の委員会の状態では、問題

だと思うんですよ。救済になりませんよ、それは。

そういう点で、この委員がそういうことにどうい

うお考えを持っておるんかということは、やはり

ちゃんと議会にも示して、そして審議できるよう

にしていただきたいと。

２回ということですから、これで意見にかえと

きますけど、やはりこの制度というのは大変重要

な制度ですよ。公務員というのは、一定制限を受

けとるわけでしょう、労働者としての権利主張を

する面において。だから、こういうものがほんと

の救済機関としてある。町の働く場でもそういう

労働問題がいっぱいあるわけですから、公務員だ

けないというようなことはあり得ないんで、そう

いう事件がなかったということの方がむしろ僕は

問題だと思いますよ。

意見にかえときますけど。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

本件……以上で……討論なしと認めます。

以上で本件に対する……。

これより議案第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

することに決しまして御異議ありませんか。

〔小山広明君「議長、議事進行で」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） ちょっと言葉が途中で切れ

て、次の言葉に入ったように思うんで、その辺ち

ゃんと整理してやってください。でないと、後で

議事録を見ても、これは何のことかわからんと思

うんで、ちょっと局長と相談してやってください。

○議長（奥和田好吉君） 討論なしと認めます。

これより議案第１号を採決いたします。

〔巴里英一君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。
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○２２番（巴里英一君） 先のことと逆転の速記録

になるんで、読み違えたことを訂正しなかったら、

後のものが先になって、先のが後になってるとい

うふうに私は思うんですが、その点いかがですか。

○議長（奥和田好吉君） お諮りいたします。本件

は、原案のとおり同意することに決しまして御異

議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第１号は、原案のとおり同意すること

に決しました。

〔巴里英一君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） いや、それだったらね、

今議長が判断されて、それだったら速記録をもう

一度確認してやらなかったら、速記録の形が変わ

りますよ。議長がおっしゃってるとおりなら僕は

異議を申しませんけど、そうでないならいいんで

すが、そうであった場合は訂正しなかったら、訂

正という言葉が聞こえてませんので、皆さんにお

聞きいただいても結構ですが、その点いかがなん

ですかね。そうでないと、議長、おかしな議会運

営になっていくので。

○議長（奥和田好吉君） 合うてるやろ。

○２２番（巴里英一君） いや、合うてるかどうか

を確認してくださいよ、速記録をちょっと。私は

そう思うんですよ。皆さんは別に。皆さんはそう

いうふうに感じているんですよ。

○議長（奥和田好吉君） 次に、日程第４、議案第

２号 土地改良事業の計画の概要についてを議題

といたします。

〔真砂 満君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 真砂君。

○５番（真砂 満君） 巴里議員さんの方から議事

進行ということで指摘を受けた項目について、一

定の議長の見解を述べられて先に進むんでしたら

それはそれでいいというふうに思うんですけれど

も、それを無視するような形で先に進まれると、

巴里さんの議事進行は一体何やねんということに

なろうかというふうに思いますから、議長の進め

方に問題がないとすれば、問題がないということ

を明確にしてから先に進められた方がいいという



ふうに思いますので、その点ひとつよろしくお願

いを申し上げたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） ただいま私が読み上げた、

ちょっと詰まりましたけども、流れのとおり間違

いないと判断しております。

次に、日程第４、議案第２号 土地改良事業の

計画の概要についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） 今、示されたのですが、こ

の土地改良事業の施行で総額は６，６００万という

ことでありますが、この辺もう少し、今の農業の

置かれた状況に対して、こういうため池の整備事

業が、泉南市はため池が大変たくさんあって進め

られとるんですが、この辺の事業効果とか、そう

いうことも含めて少し説明をいただきたいと思い

ます。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） ２点ほど正確に申し上

げたいと思います。

この事業は、用排水路の整備事業でございます。

それと、総事業費が６，５６５万円でございます。

それと、事業効果ということでございますが、

今回の用排水路の改修工事の土地改良事業につき

ましては、タブサ池の用排水路、これを受けて樫

井川に排水をするのを主目的とする事業でござい

まして、農用地への用水、６ヘクタール受益面積

がございますが、これのことはもとより、いわゆ

る治水対策としての意味も含めた公共的な事業で

ございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） ため池の整備ということで

ちょっと間違いましたが、用排水路の工事という

ことで、その事業効果とか、今の農業が置かれて

いる問題との関係で、説明しにくいと思いますが、

これからこういう公共事業については、やはりき

ちっとした事業効果がどうだということの中で議

論をしていかないと、公共事業がどんどん膨れ上

がっていくということになって、すべての公共事
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業にそういう評価、効果ということをきちっと設

定して、そして事業が終わればそれの達成率はど

うかというようなことを手法にしていかないと、

これは特に年度をまたがる事業でありますからね、

今ここで我々が承認をしてしまいますと、それは

もう自動的に１４年度まで行くわけですから、投

資に比べてこの事業の効果的な面も少し御説明を

していただきたいと思うのですが、できればして

いただきたいし、もしこれが用意しておらないん

であれば、今後こういう問題についてやはりそう

いう視点で議会にも御説明いただきたいと思うの

ですが、いかがでしょうか。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 事業効果につきまして

は、これは直接的な事業効果と、また付随した間

接的な事業効果がございます。直接的な事業効果

といたしましては、タブサ池の用水を利用して農

業を営んでおる兎田地域の約６ヘクタールの直接

的な受水田がございます。それと、間接的には、

一たん樫井川に落として、それからまた井堰から

受水をして下流の部分の農地を潤すという、この

事業もございます。

それと、タブサ池の下流と申しますか、下の方

に兎田の集落がございます。この池が決壊すると

いうことになれば直接的には兎田の集落が大変な

被害をこうむるということもございますので、早

く排水を、要らなくなった水は樫井川に落とさな

ければならないということもございますので、ス

ムーズに排水できるように今回の事業を施行する

ということでございます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

和気君。

○１９番（和気 豊君） 既に壁面が崩壊している

ということで、待ったなしで事業を進めていかな

ければならない、こういうことはよくわかるんで

すが、ただ土地改良法という手法を適用された、

そのことについてのいわゆる考え方ですね。

土地改良事業で、私の記憶ですが、過去堀河の

ダムですね、あれの改修、それから新家大池、そ

れから男里の双子池、こういう非常に長期にわた

って事業計画が続いていく、こういう事業につい

てこういう手法をおとりになったと。改良区を設



定して、長期にわたって受益者も参加していただ

いて進めなければならないような、こういう事業

についてこういう手法をとってこられたというふ

うに思うんですが、今回非常に期間も短い、そし

て額も少ないと、こういう事業の手法をおとりに

なったその辺のメリットというのは何か特別にあ

るのか。

例えば、総事業費が６，５６５万と、こういう額

ですが、最近市の農業関連費用というのがどんど

ん減ってきてる中で、この額は非常に大きいと思

うんですが、この辺の例えば補助額はどれぐらい

になるのか、市の持ち出しはどうなるのか、そう

いう点もお示しをいただきたい。

それから、受益面積がかなり狭小だというふう

に思うんですね。例えば、新家大池なんかの場合

には８５ヘクタールの受益田があったと、こうい

うふうに記憶しておるんですが、その辺ですね。

それと、６，５６５万の全長３０６メートルなん

ですが、その辺の積算の根拠等についてもお示し

をいただきたい。これは知事と協議する上で議会

の決定を事前にとる、こういうことですから、こ

の事業の概要、これは極めて大事だろうというふ

うに思いますので、その点もお示しをいただきた

い。

それから、湧水の発生と、こういうふうにある

んですが、この湧水の発生の原因ですね。ちょっ

とわかっておればお示しをいただきたいというふ

うに思うんです。ここに原因があるわけですから

ね。湧水の発生から倒壊したということですから、

その湧水の発生した原因ですね。単なるわき水な

のか、あるいはもう丸６年近くなるわけですが、

震災等の影響なんかもあるのかどうか、いろいろ

考えられると思うんですが、その辺は把握してお

られればお示しをいただきたいなと、こういうふ

うに思うんです。

それから、先ほどのやりとりの中であったわけ

ですが、いわゆるこの事業効果、兎田の村に浸水

を起こす可能性も非常にあるんだと、こういうこ

とがいわば広義の事業効果なんだと、それを防ぐ

ためのね。そういうことも言われた。

私は、農業に力を入れるということは大いに賛

成なんですが、これは市長にも御答弁をいただき
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たいと思うんですが、今農業に力を入れていく上

で最も大事なのが外国農作物の輸入攻勢に対応す

ると、こういうことが大事で、今ちょうど農水省

がこの点では重い腰を上げたところなんですね。

この機を逸せずに、これだけの事業投資もやって

農業については将来を期していこうと、こういう

お考えなんですから、その辺で今チャンスを逸せ

ず、議会では３９５の自治体の議会がこの攻勢に

何とかせえと、こういうことで国に物を言ってい

るわけです。行政レベルでも、やっぱり泉南市は

特に大阪府下でも非常に数少ない農業圏ですから、

そういう点では阪南９市も巻き込んで、ひとつ市

が率先してこの機に物を言っていく。農水省は本

当に頑張って大蔵省や通産省に物を言ってるんで

すよ。

こういう大事な時期ですから、そういう点でこ

の機を逸する 今ほんとにそういう点では大切

な時期だと、こういうことで、そういう点でこの

事業はこの事業として大きな意義があるというふ

うに思うんですが、これだけのことをやれるんな

らば、同時に今の農業の現状に対して遅滞なく１

つの取り組みをやられると、こういうことも大事

ではないかというふうに思うんですが、あわせて

お聞かせをいただきます。

○議長（奥和田好吉君） 向井農林水産課長。

○事業部次長兼農林水産課長（向井清泰君） この

事業は、平成７年に地元区からこの用排水路の改

修ということで要望が出されております。そして、

８年度に事業のための基本設計が行われましたけ

れども、またその中で堂之池の方が非常に危険な

状態にあったということで、かなり期間が延びて

おります。

そして、今回やっとこれができるような状況に

なったわけでございますけれども、市町村が行お

うとする土地改良事業については、知事の認可を

得なければならないということがありました。そ

して、今土地改良法が一部改正されまして、申請

するための協議のために議決が必要ということに

なっております。

そして、この水路につきましては昭和２８年に

完成しまして、今４７年が経過しております。そ

して、その中で湧水の発生ということもありまし



て、湧水というのは水路の底、それから側壁の目

地の部分とか、そこら辺から水が非常に漏れてい

る状態であります。そして、水路の勾配が、その

湧水という漏れの水のために土が浸食されてでこ

ぼこになっておりまして、わき水のような状態に

なっております。そして、その側壁が倒れかかっ

ているということで、突っかい棒というような状

態で今現在流れております。

それから、補助の面ですけれども、国が５０％、

府が２５％、そしてあと市が１８％、地元負担が

７％ということになっております。

答弁の中で質問にすべてが答えられたかどうか

というのはちょっと疑問でございますけれども、

今のところ以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） このタブサ池につきま

しては、貯水量につきましても市内で五指にも入

る大きな池でございまして、当然機能を有してお

るわけでございます。

それと、排水路につきましては、これは昭和２

８年に設置をしたものでございまして、かなり老

朽化をしておりまして、この改修をしなければ危

険ということもございますので、今回土地改良事

業という形で取り組んでおるわけでございます。

それと、全体の農業の中でのため池の位置づけ

というのは、市内にも１００余りのため池がござ

いまして、この辺の気候について雨が少ないとい

うような気候もございますので、農地に必要な公

共施設という考えを持ってため池の整備に取り組

んできておるわけでございます。

それと、農産物、これに対する市の考え方とい

うことでございますけれども、前回の９月定例会

におきましてもセーフガード、これに対する取り

組み、国に対して積極的な働きをするということ

で、議会の請願も採択されましたし、市としても

今回の国の動きというものを十分把握しながら、

近郊農業型の農業政策を進めていきたいというこ

とで考えておるところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 議長、冒頭にいわゆる会

議規則にのっとって議事を進めていきたい、それ

はいいんですが、今私が質問したことに対して答
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弁者どうですか、議長がお聞きになって。これで

２回のやりとりでできますか。（巴里英一君「そ

んなこと言ったら切りがない」と呼ぶ）いやいや、

切りがないんじゃなくて、我々だけに質問回数を

要請するんではなくて、ちゃんと理事者側にも的

確な答弁をするように事前にきっちりと話をしと

いていただかないと、審議権がある我々には議論

を制約さして、それで十分質問に答えない。これ

ではやっぱり問題があるんと違いますか。

○議長（奥和田好吉君） それは質疑の回数に入れ

てよろしいか。

理事者に申し上げます。質問者の質問をよく把

握して、答弁は的確にお願いしたいと思います。

〔和気 豊君「再度抜けてるやつ答弁さしてく

ださい」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、土地改良事業と

してこの手法をなぜとったかということでござい

ますけども、これは明らかに国費補助事業で採択

される、また府の補助もいただけるということで、

地元からの強い要望がございましたので、土地改

良事業の手法をとったわけでございます。

それと、湧水の原因といいますか、この水路に

つきましては、ちょっと山の名前はわからないわ

けなんでございますけども、山すそをぐるっと回

るような形で樫井川に落ちるという水路でござい

ますので、当然山に降った雨が下の方に流れて、

水路のところでわいたというのが原因ではないか

というふうに思っております。

〔和気 豊君「議事進行、議長」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 議事進行です。まだ抜け

ておりますので、答弁さしてください。

○議長（奥和田好吉君） 理事者は答弁を的確にお

願いします。質問者が何を質問しているのかよく

把握していただきたいと思います。きちっと何を

言われているのか、わかってますか。山内事業部

長。

○事業部長（山内 洋君） セーフガードに対する

市の考え方は述べたわけでございますけど、泉南

市といたしましても政府の動き、これについては

十分に把握していきたいというふうに先ほど申し



上げましたので、これからもほかの自治体の流れ

も見ながら取り組んでいきたいということでござ

います。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 私、中身を言ってもよか

ったんですが、議事進行ですから、中身を言いま

すと論議になりますからね。

それと、質問者でも議事進行できるんですから、

これは会議規則にちゃんと明確になってるわけで

す。だから私、中身についてはあえて言わなかっ

たんです。（巴里英一君「言うてるやないか」と

呼ぶ）いやいや、今度は僕は議事進行と違うがな。

ちゃんと通常の質問でやってるわけやから。

○議長（奥和田好吉君） 御注意申し上げます。横

でやりとりしないように。発言のあるときは挙手

してお願いします。

○１９番（和気 豊君） はい、わかりました。ま

た後でやります。

それで、私はこの６，５００万、市の今の財政の

点からいって、農業にかける費用については私は

やぶさかではない、大いに農業振興のためにはお

金を使ってくださいと。しかし、６，５００万とい

う額は大きいですねと、２年間ですから。その辺

で３０６メートル水路延長、これの積算の根拠を

お示ししてくださいと、これも聞いたんです。こ

うやって２つ抜けとるんですよ、重要な観点が。

ですから、その辺は、私は議事進行であえて抜

けてる点については補足して言ってくださいと、

こういうふうにできるだけ議長の立場を尊重した

上でそういうやり方をしているわけですから、そ

の辺、議長、御配慮いただいて的確に議事を進め

て、できれば抜けてる点については具体に指摘を

して前へお進めいただくように、これからもお願

いをしたいなと、こういうふうに思うんです。

それでは、あとの抜けてる点、答えてください。

○議長（奥和田好吉君） 向井農林水産課長。

○事業部次長兼農林水産課長（向井清泰君） 事業

の積算の根拠というんですか、概算でございます

けれども、まず測量設計として３５０万、それか

ら土工として２，３５０万、それから水路工事２，８

５０万、仮設道路工事として９５０万、それから

事務費が６５万でございます。
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以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 通常、こんな短期で規模

が小さい 長期化していわゆる大きな事業にな

る場合にはこういう手法をよくとられると。地元

にも一定の負担を仰がなければならないわけです

から ７％の負担でしょう。そういうことです

から、できるだけ長期に継続性があって、地元負

担がいわゆる長年度にわたるようにこういう手法

をとるのが普通なんですが、これはいえばこれだ

けのあれですから、例えばこれは農振地域でしょ

う、農用地指定を受けてる地域でしょう、兎田と

いうのは。農業圏ですから、泉南市でいえば。そ

れじゃ大阪府の、国の国庫補助事業なんかもいろ

いろあるというふうに思うんですよ。市街地やっ

たらさにあらず、調整区域で農用地指定、農振地

域であれば当然いろんな手法があるんですが、な

かなかこの手法をとられた、そのことについては

ちょっとよく理解できない。

それから、先ほど湧水の説明をされたんですが、

何か湧水の発生からいうと、外的な、外から湧水

が出てきて、それによって側壁が崩壊したという

ふうに見えるんですが、今のお話では２８年に建

設されて、いわゆる老朽化してきて、川床が崩壊

してきた、側壁と川床の継ぎ目が傷んできたと。

それやったらこれ、老朽化から生じるとか、そう

いう表現の方がいいんではないか。湧水の発生か

らといったら、そこからわき水が出てきて、それ

によって影響を受けたんだというふうな意味でと

られますから、この辺の表現ももうちょっとうま

く工夫して、質問が的確にできるように、しょう

もない質問が２回も３回にもわたらないように、

これはもうちょっと理事者側では表現を的確にし

ていただきたいなと、こういうふうに思います。

こういう点もありますから、議長、会議規則、

これを遵守してほしいという意見もわかりますが、

そういうところもあるからいわゆる激変緩和措置、

急にやるんじゃなくて、いろいろなれをつくりな

がら徐々におやりになると、こういうことも大事

だろうと、こういうふうに思っておりますから、

その辺はよろしくお願いをしたい。（発言する者

あり）後で物を言うたらええよ、質問で言うたら



ええ。（巴里英一君「いや、質問と違うよ」と呼

ぶ）そしたら議事進行で言うたらええよ。

そういうことで答弁さしてください。

〔巴里英一君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 先ほど開会直後、議長か

ら会議規則にのっとって運営するということであ

りましたので、こういう演説的な質疑が果たして

いいのかどうかの判断を願いたいと。

会議規則というのは当然２回でありますから、

それに基づくといったら、それなりの一定の表現

をしなかったら、これは何のための議長からの発

言か私たちは理解できない。それやったらそれで

きちんと会議規則を変更するということまで考え

なかったら、こういう形で質疑していったら、全

部そういう形になっていくと、本来の趣旨である

ところの議案審議が逆の方向に行くんと違うか。

やっぱりそれなりの制限を加えなかったら本会議

場の意味がなくなるし、それはそれなりの立場の

中で審議すればいい内容であって、本会議におけ

る質疑の内容とは僕は若干異なってくるというふ

うに感じますが、その点の議事運営をお願いした

いなと思います。

〔小山広明君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 今、会議規則についての議

事進行の御意見があったんですが、私も今会議規

則を開いて見とるとこなんですが、必ずしも２回

ということに限定しとるわけじゃなしに、読んで

いただければわかりますように、特に議長の許可

を得たときはこの限りでないということで、この

趣旨が入っておるのは、やっぱり質疑の内容がち

ゃんと深まって明らかになるということが１つ前

提にあって２回にして、その質疑の内容の中で議

論がきちっと深まらなければ、議長はそこは責任

持っとるわけですから、議長がその許可をして運

営していくという、これは当たり前のことであっ

て、別に２回というのは固定的にするわけじゃな

い。やっぱり中身としては議論がちゃんと深まる

という、そして市民の負託にこたえるというのが

当たり前のことなんで、今の議長の進め方という

のは別に問題はないし、それは粛々とやっていた

－１５９－

だきたいと思いますよ。

〔巴里英一君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） そういうことであれば、

我々は会議規則のお互いに議会で決定したことに

対して、議長が先ほど申し上げたことと矛盾して

くる。何回でもいい、議長が許せばすべてがいい

ということになっていくと、議長の運営手腕にか

かわってくるからね。（小山広明君「あんたも議

長のときにはやっとったやないか、それは」と呼

ぶ）余計なこと言うな、あんた。あんたが余計な

こと言うこと要らん。私が言うてるときはね。

だから、その点は議長、やっぱり議会における

手腕でありますので、議長が何回も許すというの

であれば私は別に言いません。これから私もその

かわり１０回、２０回やっていくということはあ

り得ますから、それやったら。それでよろしいん

でしたら、議長の運営で片つけていただいたら結

構です。

〔小山広明君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） いや、そういうことじゃな

いでしょう、それは。幾らでも何回でもやれると

いうことが原則じゃなしに、質疑の中身が深まっ

て明らかになると。そして、最後の採決に供する

ことができるというように持っていくのが当たり

前のことじゃないですか。

それは従来の今までの議長も、こういう会議規

則がありながら、ちゃんとそういうことをして采

配をしてきたんじゃないですか。それを何でこの

奥和田議長になったら２回だけを取り上げてそう

言うんですか。ちゃんとそれは今までの議長も従

来やってきた。それはみずからやってきたことを

否定することになるんじゃないですか、それは。

何十回もやるなんてことを言っとるんじゃないで

すよ。必要があれば議長はそこを判断すると。判

断に入っとるんじゃないですか。だから、そんな

不毛な議論はやめて、やっぱりちゃんと会議規則

の本質に立ってやってくださいよ。

○議長（奥和田好吉君） 申し上げます。会議規則

にのっとって行うのが大原則でありますが、この

問題については継続審議になっております。した



がって、私は中身によるものと思います。議長の

判断で中身について、これはどうしてもちょっと

余裕が必要だと思えば、議長の判断で行います。

〔巴里英一君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） いつ、先ほど議長が言っ

てましたような継続審議というような問題が議会

運営委員会で出ましたか。そんなこと出てません

よ。出てないし……。

○議長（奥和田好吉君） 議運で出ておりました。

○２２番（巴里英一君） いや、出てませんよ。私

は議運ですからね。やりますということじゃない

ですよ。これはそれなりの機関での話はあったと

しても、議会運営委員会でそんな話が出たという

覚えは、私は議論した覚えないです。もしか記憶

違いだったらお許し願いたいと思いますけども。

議会の運営というのは議長の職権にかかわるこ

とですから、余りすべてをやっていくんだという

ことになっていくと、彼がやったやないかという

問題がまた出てきて、議会の中で議長の運営がや

りにくいんじゃないですかということを申し上げ

て、議長はできたら、先ほど申し上げたように会

議規則にのっとってということをおっしゃったわ

けです。ならそれなりの判断をいただいて、質疑

者に対しての注意を促すなり、まとめ方なりを議

長から申し上げるということが本来の筋だという

ことを私は申し上げてるので、議長がそれを言っ

てなかったら私は何も言いませんが、先ほど開会

冒頭近々に言いましたから議事進行で申し上げて

るわけで、そういうことを御理解いただきたいと

思います。

〔南 良徳君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 南君。

○１４番（南 良徳君） ただいま議案審議中でご

ざいますし、議事進行がいろいろ出ておりますが、

休憩をして一定整理をしていただいた方がいいと

思いますので、休憩を求めます。

〔成田政彦君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 議長が先ほど言われたこ

とを通したらいいんじゃないですか。先ほど議長

は言ったでしょう、小山さんの意見に対して。議

－１６０－

長の裁量によって議会は進めるものだと。継続審

議中であるとはっきり言ったでしょう。自信を持

って進めなさいよ、こんなこと。一々議事進行で

２回と、そういうことはないでしょう。ちゃんと

議会内は議長が裁量を持ってやるとはっきり書い

てあるんですよ、これ。議長の判断で……。違い

ますか。何を言うとるんですか。

○議長（奥和田好吉君） 会議を続行します。

和気君。

○１９番（和気 豊君） 私の質問にまだ答えられ

てませんので、答弁を求めます。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 和気議員の最後の御質

問、２点ございました。お答えをさせていただき

たいと思います。

まず、２年間で６，０００万余りの事業をすると。

これは性急ではないかなという御質問でございま

したが、これについては地元との協議の上で２年

間という形で決めたわけでございます。他のため

池については、１０年以上かかるということもご

ざいますが、今回水路というのは事業効果から考

えて短期間でするのが当然だと私どもも思ってお

りますので、地元との協議の上で２年間という期

間を決めて取り組んでいくということでございま

す。

それと、表現のことでございますけども、短い

文章でございますので、事業のこれには的確な表

現をこれからも心がけたいというふうに思ってお

ります。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

島原君。

○１６番（島原正嗣君） 樫井川周辺で生活をして

いるものですから、１点だけお尋ねをします。

このため池の部分の余った用水は樫井川に放流

すると、こういうことですけれども、これはたく

さんの量ではないと思うんですけども、雨量が多

い場合と少ない場合と変化があると思うんですが、

どういうことなのか、具体的に御答弁をいただき

たい。どれくらいなものが樫井川に放流されるの

かですね。これが１点です。

それと、地図を添付してもらってるんですけど



も、この９ページの黒線の部分と、それから水路

工と書いてあるんですが、この排水はどっちの方

からどう流れるんですかな。９ページの地図につ

いての御答弁をいただきたい。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 向井農林水産課長。

○事業部次長兼農林水産課長（向井清泰君） 樫井

川への放流量ということでございますけれども、

その量につきましては、天候の都合とかそれによ

ってかなり差が出てくると思います。このタブサ

池については貯水量が２１万５，０００立米という

ことでございます。ただ、天候によりましてその

放流量には違いが出てきますので、一概には申し

上げることはできません。

それから、この議案の中での地図ですけれども、

９ページでございます。左の方にタブサ池という

ことで池が書かれております。それを右側の方の

樫井川への放流ということでございます。

それから、この放流する長さなんですけども、

３０６メートルで、２年間で下流側の樫井川で１

４０メートル、それから１４年度については１６

６メートル、タブサ池の方面へ事業を施行すると

いうことでございます。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） その放流する水の量、こ

れが少な過ぎて計算できないのかですね。大体、

樫井川に放流しなきゃならない場合は、そういう

予測も全然原課の方ではわからないわけですか。

わからんかったらわからないで結構ですけども、

今申し上げましたように私たちもあの周辺に住ん

でるわけですから、説明責任もありますから、で

きればまた後でも結構ですから検討しといてくれ

ますか。お願いしときます。意見にかえておきま

す。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

－１６１－

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第２号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第５、議案第３号 中央省庁等改革

関係法施行法等の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第３号、中央省庁等改革関係法施行法等の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て御説明申し上げます。

１１ページでございます。本条例は、中央省庁

の再編成を目的とした中央省庁等改革関係法施行

法等が平成１３年１月６日に施行され、中央省庁

の編成に大幅な変更が加えられることに伴い、本

市現行条例中において名称が変更される大臣名等

を引用している１０条例について必要な改正を行

うものでございます。

１３ページをお願いいたします。改正内容の概

要といたしましては、本条例中第１条から第５条

までの５条例につきましては、大臣名を引用して

いる部分について、また第６条から第１０条まで

の５条例につきましては、府・省令名を引用して

いる部分につきまして、それぞれ所要の改正を行

うものでございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御承認賜りますようお願い

を申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第３号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。



よって議案第３号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第６、議案第４号 泉南市老人医療

費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第４号、泉南市老人医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例の制定について御説明申し

上げます。

議案書の１５ページでございます。平成１２年

１１月３０日に健康保険法等の一部改正案が国会

において可決成立いたしました。この中で、老人

保健法の一部を改正する法律、平成１３年１月１

日施行予定でございますが、これが制定されたこ

とによりまして、定率１割負担の導入、薬剤別途

負担の廃止等一部負担金に関する規定が改められ

ましたことに伴い、現行の泉南市老人医療費の助

成に関する条例の中で、一部負担金に関する規定

を読みかえて引用している部分について改正する

必要が生じましたので、本条例を提案するもので

ございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御承認賜りますようお願い

申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 上山君。

○１０番（上山 忠君） これは定率負担になるわ

けですけども、１つの診療所にかかった場合は、

定率、定額の場合もそれぞれの負担分がわかるん

ですけども、複数の診療所に通ってる場合のその

負担というんですか、１診療所で３，０００円なの

か、複数診療所に通っておられたときの診療費が

合算されてやられるんか、その辺のところをちょ

っとお願いします。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ７

０歳以上の方の老人の一部負担の関係でございま

－１６２－

すけれども、この分につきましては、我々が思っ

ていますのは、１診療所につき今回の負担金がか

かっていくというふうに理解しております。

○議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１０番（上山 忠君） ということは、複数の診

療所にかかってる場合は、１診療所でマックス３，

０００円という形になっておるんであれば、それ

が３つの診療所に通っておるとすると９，０００円

という理解でよろしいわけですか。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） そ

のように理解しております。といいますのは、例

えば１つの診療所で内科を標榜している診療所も

あります。それとまた別に、外科を標榜されてい

る診療所もあります。そういった場合には当然内

科、外科という２つの科目について通院するとい

う形になりますので、やはり負担金についてはそ

の両方の診療所の方に一部負担金を払っていくと、

このように理解しております。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

島原君。

○１６番（島原正嗣君） 先ほどの質問者と私ども

の会派の上山議員さんとの関連でお尋ねをしてお

きたいと思いますが、これはもっと具体的に説明

をしていただきたいと思うんですが、定率１割負

担ということですわね、自己の場合は。結局、７

０歳以上の方に先般参議院を通過して来年の１月

１日から適用すると、こういう老人保健の助成に

関する条例だと思うんですが、そういう認識でよ

ろしいか。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 今

回お願いしております泉南市の老人医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例でございます

が、これにつきましてはあくまでも６５歳から６

９歳までの老人の方に対する医療費の助成という

ことになっております。そして、７０歳以上の方

の医療費の改正につきましては老人保健法が適用

ということになりまして、今回お願いしてる分に

つきましては、あくまでも６５歳から６９歳、要

するに府補助制度に乗った方の分の条例の改正で

ございます。



以上です。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） ７０歳以上の高齢者、老

人の関係の医療費の改正は、いつから本市の場合

は考えておられるんですか。１月１日からでしょ

う。その場合は、今言った７０歳以上の改正によ

る医療保険の関係は、泉南市とは直接関係ないわ

けですか。もう国だけの増減と、こういうことだ

けの認識でよろしいんですか。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 今

回改正されました老人保健法の改正、この施行日

につきましては来年の１月１日からということに

なります。そして、その分につきまして７０歳以

上の方については、その１月１日以降一部負担金

の額が変更になる、改正されるということになっ

ております。

そして、６５歳から６９歳の老人の方々につき

ましても、この老人保健法の一部負担金が準用さ

れてるというんですか、それを導入されておりま

すので、その分につきましても１月１日から老人

保健法に沿った一部負担金が取られると、こうい

うふうになります。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 僕の申し上げたいのは、

例えば７０歳以上の方々は１割負担と医療費が上

がるわけですわ。こういう場合、泉南市にもたく

さん７０歳以上の方がいらっしゃると思うんです。

やっぱり政令なり国で決まったことの具体的なＰ

Ｒをきちっとしておく必要があるのではないかな

というふうに思います。

例えば、７０歳以上の場合の改正を見ますと、

病床数によって大きい病院と小規模の病院によっ

てのいろいろな負担の違いというものがあるよう

に思うんですが、ここらあたりの認識なり、７０

歳以上の高齢者に対するこういう医療費の取り扱

い、この問題も１月１日というようなことを言っ

てるんですけども、そういう準備は既になされて、

７０歳以上の対応についてはアピールされてるの

かどうか、御答弁をいただきたい。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。的確に

答弁してくださいよ。
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○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 老

人、要するに７０歳以上の一部負担金等の改正の

周知につきましては、実は昨日市の方にそういう

ＰＲ用ポスターなんかが配布されております。そ

して、その分について、本庁も当然ですけども、

あと保健センターでありますとか、まずそういっ

た市の公共施設の方にそれを張りまして、そして

一般市民の方々にはそのＰＲをしたいと、このよ

うに考えております。

それとあと、我々期待するところとしましては、

当然この分につきましては問題が相当大きいとい

うこともありまして、新聞報道等に相当大きく報

道されたと。そしてまた、テレビ等でも報道され

ておりますので、その辺である程度市民の方々に

は周知されているのではないかなと、そのように

理解しております。

そしてあと、ポスターとかそういう分でまたＰ

Ｒ、また広報なんかももし考えられるんであれば、

その辺で周知の方をしていきたいと、このように

考えております。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

小山君。

○３番（小山広明君） 私もこの担当の委員会に入

って一定の説明を受けました。こういう問題は、

ほんとに何ぼ聞いてもわからないというのが率直

な実感なんですよ。これは助役が初めに議案説明

して、質疑がなかったらこのままで採決していく

わけでしょう。こんなことで一般市民の負担がふ

えるような問題、全部一般市民に影響あるんです

が、こんなことで一体これ、一般市民にわかるん

ですかね。私もこれ、わからないですよ、はっき

りね。

要するに定額から定率になったと、こういうこ

とで新聞では報道されておりますし、新聞にもか

なり詳しく書いてますよ。しかし、末端の自治体、

市民に直結した自治体というのは、議案説明につ

いては、もっと初めての市民、また老人が聞いて

もわかる説明をして、そして審議しなかったら、

市民の理解なんて得られないんじゃないですか。

そういう議案説明のあり方について、助役、新

しい視点でここにお座りになっていらっしゃるん



ですけども、あなたが先ほどそこで議案説明をし

て、そして議長から質疑がないですかと言われな

かったら、ないわけですよ。あなた方の説明はあ

れで終わっとるわけですね。こんなことで一体議

会の審議ができるんですか。

僕は、何回もこれまで議案の説明の仕方につい

てここで提案しております。質疑があるまでにも

う少し基本的なわかることをもっと あなた方

のその法律条文の何条にどうのというのは言うて

もいいけども、それは普通の言葉で言うたらこう

なんだというような親切な説明があってもいいん

じゃないかと思うんですが、そういうやる気はな

いんですか、これ。じゃ何を我々は審議するんで

すか。わからんまま手を挙げとけというんですか。

そうじゃないでしょう。

その点で、地方分権というのは、そういうこと

が私は基本的に問われとると思うんですね。本当

に市民にわかる説明を自治体ですることによって、

市民は一番近い自治体に理解を持って政治が関心

を持たれていくと。そういうことについて、世の

中は変わっとるわけですから、もう一遍行政の説

明の仕方について、今後も含めてどういう見解を

持っとるのか、説明していただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 小山議員の御質問にお答え

を申し上げます。

できるだけ詳しく議案の説明をせよということ

でございまして、説明責任ということがこの間非

常に言われております中にありまして、非常に重

要な指摘であるというふうに考えておりますけれ

ども、今回の議案につきましては、そういうこと

も含めて所管の常任委員会におかけいたしまして、

十分説明をいたしておるというふうに考えており

ます。

この場での議案の御説明の方法につきましては、

今後とも検討を加えてまいりたいというふうに考

えます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 今後ということですから、

本当に今後前進のある説明をしていただきたい。

やはり市民は傍聴する権利もあって傍聴に来るわ

けです。傍聴に来ても何にもわからなかったら、
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二度と傍聴に来ませんよ。

そういう点で所管の委員会に説明してある

所管の委員会の説明の仕方も不十分ですよ。あな

たが少なくともそこで議案を説明するにおいては、

すべてちゃんと説明をした上で、その上で質疑が

あれば我々が質疑をするというのであれば能率的

ですよ。全く何にも内容の説明のないまま、さあ

質疑だと。そして我々はそういう２回とか、議長

の裁量の中で審議していくわけですから、もっと

そういうことをやるためにも、まずあなた方の初

めの説明がきちっと間違いのない説明に加えて、

わかりやすい説明を本当にやってくださいよ。こ

れは今後なかったら徹底的にその件で質疑したい

と思っておりますので、どういう説明の仕方がい

いのかをあなた方だけの視点で判断するのではな

しに、やっぱり一般市民にも声を聞きながら、市

長、これはほかの議案も全部そういうことなんで

すが、ぜひそういうことを検討していただきたい。

あなた方は心づもりでやりますと言ったって、

すぐにやれる問題でないと思いますよ、この問題

はね。長いそういう行政のシステムがありますか

ら。その点は真剣に、やはり議案の説明について

は、わかりやすい説明をぜひしていただきたいと、

そのことをぜひ具体的な前進をしていただきたい

と思いますので、市長にその辺の思い、決意をぜ

ひ言っていただいて、私は終わっときますけども。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 以前からそういう御質問あ

るいは御指摘もいただいておりまして、我々も改

善しなければいけないというふうには思っており

ます。

議案書の表示の仕方としてはこうならざるを得

ないと思いますが、提案理由の中でわかりにくい

部分は、例えば例示というんですか、例を示して

するとか、工夫をしていきたいというふうに思い

ます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

和気君。

○１９番（和気 豊君） 本会議で説明をされるわ

けですから、私は委員会に所属しておりましたか

ら今の説明でわかるんですが、やっぱり初めてお

聞きになる皆さんにとっては、資料提示もないわ



けですし、我々は資料を提示されても委員会の中

であれぐらいの質疑のやりとりになったわけです

から、ほとんどこのことに質疑が集中したわけで

すから、その点では……。

それと、中身でいえば、例えば老人医療助成と

いうのは一部変わっておりまして、現在６６です

か７ですか、その方についてはもう一部負担は全

然関係ないわけですね。一部負担制度というのは

廃止されているわけですね、大阪府の一部負担は。

ただ、条例改正になったときに既にもう６５にな

っておられた方、その方については だから今

６７、６８、６９ですか、その方にのみ限ってこ

の読みかえがなされると、こういうことなんでし

ょう。その辺の説明は一切なかったわけじゃない

ですか。

その辺の説明をしてあげないと、６５から６９、

こういうことすべてじゃないでしょう。そうでし

ょう。現在まだ一部負担の適用を受けてる方にの

み限って、法改正を具体的に適用して負担がふえ

るわけでしょう。もう既に負担がふえてる方は、

別に関係ないわけでしょう。例えば和歌山の人な

んか関係ないわけでしょう、こんなことは。大阪

府下は６７から６９までがまだこういう一部負担

のいわゆる助成の適用を受けている、こういうこ

とでこの読みかえが問題になるわけでしょう。そ

このところが抜けたら、この説明する意味がない

じゃないですか。そして、その人らにとって新た

な負担増になると、こういうことなんでしょう。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 今

回の老人医療助成に関する条例につきましては、

先ほど申し上げましたように大阪府の助成の分に

ついて改正がなされるということでございまして、

そして今御指摘になりました年齢につきましては、

一部負担金の分、この助成の範囲は、あくまでも

６５歳から６９歳の層に係る方に対する医療費の

助成であると、こういうことでございます。

そして、先ほどその年齢が順次上がっていくと

いう分につきましては、以前に老人医療費の対象

者の制限がございまして、所得制限がなされまし

て、それでことしの４月からですか、市の方は対

応しておりますけども、その分でその所得制限に
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ひっかかる人の年齢、生年月日が、その時点から

生まれた人、対象になる人という形で医療費の助

成の改正がされたということです。ですから、あ

くまでも年齢につきましては、この助成の範囲は

６５歳から６９歳までの老人の方々であるという

ことでございます。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第４号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） ただいまの議長の宣告に

対し御異議がありますので、本件については起立

により採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って議案第４号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第７、議案第５号 市営住宅管理条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

いたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第５号、市営住宅管理条例の一部を改正する条

例の制定について、その概要を御説明申し上げま

す。

１９ページでございます。提案理由でございま

すが、市営住宅管理条例第４条第２項中に公営住

宅法施行令第６条の規定の一部を引用しておりま

すところ、同施行令が改正されたことに伴い、市

営住宅管理条例の改正を行う必要がありますこと

から、地方自治法第２４４条の２第１項の規定に



基づき、本条例を御提案するものでございます。

改正内容でございますが、議案書２１ページに

記載をいたしておりますとおり、市営住宅管理条

例第４条第２項中の条文におきまして、公営住宅

法施行令第６条「第３項」を「第５項」に改める

ものでございます。

なお、この条例は、公布の期日より施行しよう

とするものでございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御承認賜りますようお願

い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 済みませんけど、もうち

ょっと具体的にお聞かせ願えませんか。条例を持

ってきて調べればわかるんですけども、頭も悪い

し、体も悪いし、皆ガタガタですよってに、もっ

と御親切に内容説明というものをやらないと、施

行令第何条何項と言って、頭のいい人はその中へ

きちっと整理されてるでしょうけども、我々には

ちょっとわかりづらい面がありますから、できれ

ばもっと御丁重に説明をいただきたい。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） きちっと御説明申し上

げます。

公営住宅法の施行令、これの一部改正をする政

令が施行されまして、施行日は１０月の１日でご

ざいますが、この６条で従来３つの項がございま

した。これが２項ふえまして、このふえた２項が

１項と２項の間に入りました。だから、トータル

的には５項になったわけでございます。

泉南市の住宅管理条例の中で、この引用してお

った第３項が２つずれましたから５項になったと

いうことでございまして、住宅管理条例そのもの

の内容については、全く変更のないものでござい

ます。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） １項から２項の間にこれ

が入っていくと。６条の３項と２項とかおっしゃ

ったですな。その間に今度２つ入るんやと、そう

いうことですか。だから、その具体的な内容は変

われへんけども、項目そのものが２つその間に入
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ったと、そういう理解でよろしいんですか。例え

ば、住宅の家賃が上がったとか下がったとか、そ

ういうことではなしに項目を変更しただけと、こ

ういうことですか。

だから、できればその項目も説明していただけ

ればありがたいんですけれども。まあ項目を見れ

ばわかることですからあれですけれども、答える

必要がなければそれで結構です。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 公営住宅法施行令の第

６条、これの項目が２つふえた趣旨ということで

ございますが、介護保険制度による在宅介護体制

の充実と、これらを踏まえまして、常時の介護を

必要とする高齢者、また身体障害者の入居の資格

について、資格の要件の明確化、また手続の明確

化をする施行令の項目が２つふえたわけでござい

ます。

泉南市の住宅管理条例で引用しております第３

項が、前に２つふえたために２つずれて５項にな

ったということでございまして、市の住宅管理条

例そのものの内容は全く変更ございません。その

２項のふえた施行令の内容は、またお問い合わせ

があれば担当課の方で御説明をさせていただきた

いというふうに思っております。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） もう意見にかえときます

けどね、担当課の方にお問い合わせがあればちゃ

んとさせますという話ですけども、それはそれで

結構だと思うんですよね。

ですから、参考的な、今どこかに資料があった

と思うんですが、先ほども小山議員から御意見が

出ておりましたように、小さい詳細までは要りま

せんけれども、一定の我々議員として認識する範

囲の参考資料はぜひひとつこれから配慮してほし

いな、このように思います。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） ほかに。 小山君。

○３番（小山広明君） 質疑のあった後にまた助役

が同じ答弁を繰り返すというのは、やっぱりそれ

は議論を大事にしてもらいたいと思うんですよ。

あなたはやっぱりわかって説明していらっしゃる

わけですから、山内さんよりもあなたがちゃんと



説明をすれば済むことでね。

それから、これだけ見てもなかなかわからない

というのは、やっぱり政令が改正されたわけでし

ょう。どういう趣旨で改正されたかということと

関連するんで、泉南市としてはそれは条項の範囲

を少し入れかえたということでしょうけども、や

はり法律そのものが政令で変わったわけですから、

その辺の変わった趣旨を 泉南市の関係ではこ

この部分では変わらないんでしょうけども、やは

り法律が変わればそれに基づく条例の運用が変わ

るのは当然ですよね。そこはどういうふうに変わ

ったのかということをやらないと、私はやっぱり

この説明にならないと思うんですよ。

そういうことで、この説明のあった政令の変更

というのは、一体何がどう変わったのかですね。

もとのところは大きく変わっとるんでしょう、内

容的には。そういうことをやはりきちっと説明し

ないと議論にならないと私は思いますので、その

辺を改めて助役の方から、助役のわかってる状況

をきちっと説明を先にしてくださいよ。

そして、そのもとの法律が一体どういう趣旨で

変わったのか。そういうことの中で、泉南市とし

てはこの部分については全く内容の変更はないけ

ども、法律の関係ではこういうようにこれからの

公営住宅というのはなるという、そういう順序立

って説明をしていただく必要があるんじゃないで

しょうか。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 島原議員、小山議員から御

指摘をいただきました市営住宅管理条例の改正の

件でございますけれども、この条例のもとになっ

ております法律は、もともと法律の第２３条でご

ざいますが、これは公営住宅に対する入居資格を

定めております法律でございます。その中で施行

令の中にゆだねている部分がございまして、その

施行令が先ほど事業部長が答弁いたしましたよう

に改正になりまして、２項挿入されたということ

でございます。

詳細な中身につきましては、事務担当の方から

御答弁をさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。

○議長（奥和田好吉君） 伊藤建築課長。

－１６７－

○事業部建築課長（伊藤 操君） 先ほど助役の方

からも答弁がございましたように、基本的には公

営住宅法の２３条に基づきまして、今回条例改正

をさしていただくということでございます。

その条文につきましては、先ほどから公営住宅

法施行令の件で部長からも答弁がございましたん

ですけれども、公営住宅法の中に、条文としまし

ては障害者とか入居者５０歳以上、同居者５０歳

以上、そして１８歳未満の方につきましての入居

の資格要件というのがございまして、その中でこ

の額の制定につきましては、施行令に基づいて、

その以下で事業主体が条例で定めなさいというこ

とになっておりまして、それを引用しているとい

う関係上、今回の管理条例の改正ということにな

りました。

この障害者、入居者につきましては、通常でし

たら入居資格の収入基準の要件としましては月収

が２０万以下なんですけれども、障害者とか入居

者の方々につきましては、緩和措置というんです

か、ある程度緩やかな基準としまして２６万８，０

００円までを認めましょうと。それを条例化でそ

のまま引用しているということで、今回の条例の

改正ということでございます。

もう１点、激甚災害、大きな災害のときにつき

ましても、要するに住宅を滅失したという状況下

におきましては一定の配慮をしようじゃないかと

いう中で、２６万８，０００円の月収基準を設けて

おりまして、それに基づいて管理条例の方も施行

しておりますので、その部分についての新たな施

行令での条文がございましたので、今回の管理条

例の改正ということになった次第でございます。

ただ、今回の改正の中身につきましては、先ほ

どから御答弁申し上げてますように、中身は一切

変わっておりませんので、その点御理解いただき

たいと思います。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） だから、条例と施行令とか

法との関係の読みかえは変わっておらないんでし

ょうけども、法律とか施行令が変わったわけです

から、今までと同じ読みかえの中で法律も変わっ

とるわけですから、いわゆる条例はそのことによ



って変わったんじゃないですか。ただ、読みかえ

が何条という、その何条の方が変わったわけでし

ょう、今の説明からいえば。

そういう点では、やはり単なる条文の読みかえ

部分は出してきておりますけども、その法と施行

令と条例との関係のもとが変わったわけですから、

当然それは条例に影響を受けるわけじゃないです

か。

そういう疑問を今の説明から受けるから、全く

変わりがないんだといったって、法律と施行令が

変わっとるわけですから、そこに基づいて条例を

運用しとるわけでしょう。そういう疑問が残りま

すよ。私も今聞いただけではそういう疑問が残っ

たまま これ以上は質問をしませんけど、やは

りそういう法律が変わったことによって、条例に

よる運用の内容がどう変わったのかということの

説明がないと私は理解できない。

法律なり条例が変わったわけでしょう。今の言

う、これは明らかに変わったわけでしょう。２０

万までが２６万８，０００円という、そういう配慮

がなされたと。今の説明であればそうだから、そ

ういうような大もとのところをちゃんと説明した

上で、変わってないのは読みかえだけで、その部

分は変わらないけども、ほかのところも全部読み

かえとるでしょう、条例というのは。令の何条と

か法の何条を全部引用しとるじゃないですか。そ

っちが変わったら、こっちの内容が変わるじゃな

いですか。やはりそういうことを説明せないかん

のじゃないですか。

変わってないんだったら具体的に何がどう変わ

ってないのかとか、何が変わったのかね。法律の

あれが変わったけども、変わらないということで

あれば、それはどうして変わらないのか、そこを

ちゃんと説明しなかったらわからないですよ、こ

れ。だから初めからそれを言っとるんでね。内容

においても全く変わってないという理解でいいの

かな、内容においても全然。意味がようわからん

けど、それだけ最後に答えて。

今後はそういう疑問があるからね、法律と条例

との関係は全部そういう関係があるから、向こう

が変わったということは、それに基づいて全部条

例をつくり上げとるんですから。そういうふうに

－１６８－

思うので、最後それだけ答弁していただいたら、

そこで判断します。

○議長（奥和田好吉君） 伊藤建築課長。

○事業部建築課長（伊藤 操君） 先ほども答弁さ

せていただきましたように、公営住宅の管理条例

ですね、これの中身につきましては一切変わらな

いんですよ。ただ、公営住宅法の施行令におきま

して、今まで３項しかなかったんです。それで、

その３項の中に２つの項が追加されました関係上

……（小山広明君「何が追加されたのか、そこを

言わなわからんがな」と呼ぶ）それは介護保険の

導入に伴いまして、その入居の資格要件とか認定

の方法とか、その辺が追加になってきたんです。

ただ、今回の管理条例の施行部分につきまして

は、改正前の内容と一切相違はございません。た

だ、項がふえましたので、それが順繰りというん

ですかね、その項の改正をしなければ法との整合

性がなくなってきますので、その点だけの改正と

いうことで御提案させていただいている次第です。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

和気君。

○１９番（和気 豊君） 法令の令の方、政令の方

が新たに２項つけ加わったわけでしょう。そした

ら改正ですがな。改正されてないということは…

…。従来の条項は変わってなくても、新たに挿入

されたから、法令全体としては、政令全体として

はやっぱり変わってるわけでしょう。

そして、先ほど言われた２６万８，０００円何が

しですか、これは泉南市の条例では第４条という

のは入居にかかわっての収入基準をあらわしてる

わけでしょう。収入基準でしょう。それが従来は

２０万だったのが２６万８，０００円になったと、

こういうことなんでしょう。それは緩和措置なん

ですか、有利になったんですか、入所する人が。

収入が多くても入れるということになったんです

か。

いわゆる第１種、第２種の場合には、公営住宅

の場合には収入基準があって、収入をオーバーし

たら入れないでしょう。それが収入が多くなって

も入れると、２６万８，０００円までは認めてやろ

うと、こういうことなんですか。そして、それの



対象は実際介護保険で認定をされている方と、こ

ういうことになるんですか。

その辺のところをやっぱり中身をちょっとわか

るように具体に説明してくれないと、もう条文は

よろしいわ、条文の解釈は。中身を言ってくださ

い、中身を。

○議長（奥和田好吉君） 伊藤建築課長。

○事業部建築課長（伊藤 操君） 先ほどから答弁

させていただいてますように、収入基準につきま

しては２６万８，０００円、これは障害者とか高齢

者の方とか低年齢層ですね。この方の収入基準に

つきましては、今回の公営住宅法の施行令の改正

以前から これは今回の改正部分と違うんです、

収入基準と。これは従前どおりの法がそのまま継

続しているということでございます。

それで、２項での先ほど私が申しました激甚災

害というんですか、その場合についての一定の収

入基準は、通常でしたら一般の世帯でしたら２０

万なんですよ。それをそういう状況下に置かれた

方々につきましては、一定の収入基準を緩やかに

しようじゃないかという趣旨で、公営住宅法の２

３条が施行されてるということでございます。

そして、今回の管理条例の改正につきましては、

先ほどから御答弁させていただいてますけれども、

公営住宅法の施行令の６条が今まででしたら３項

まででした。その３項に該当する部分が管理条例

で一応明記されておるということでございます。

それで、新たに２項が、介護保険の施行というん

ですか、それの制定に伴いまして、今まででした

ら一定の事業主体の判断で障害者の方とかいろん

な介護を必要とする方々につきましても、入居す

る資格に当たりましては、事業主体の判断という

のが大きくウエートを占めてましたけれども、今

回の介護保険の導入に伴いまして、一定の第三者

機関的なところで一たん審査していただいて、そ

の基準に合致するということの判断を得た中で公

営住宅にも入居していただくという意味合いで、

公営住宅の施行令が改正になったということでご

ざいますので、今回の管理条例の改正につきまし

ては、その辺が全く施行令の改正に伴ってどうの

こうのじゃなしに、従前からの基準がそのまま今

回の条例にもそのとおりということでございます。

－１６９－

ただ、項の項目がふえましたので、その項の改

正に伴う部分だけですので、ちょっと複雑なあれ

なんですけども、中身につきましては一切変更は

ございません。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 追加項目が２項新たに加

わったと、国の政令の改正に伴ってね。そういう

ことでしょう。そして、２項加わった中身という

のは、１つは収入基準が緩和されるいわゆる社会

的弱者の層ができたと。社会的弱者の層に収入基

準が緩和されたと、そういうことでもないんです

か。違うの。ようわかれへんな。そしたら、この

条例改正は、弱者にとって有利になったのかどう

か、その点だけ１つ聞かしてください。

○議長（奥和田好吉君） 伊藤建築課長。

○事業部建築課長（伊藤 操君） 今回の条例改正

につきましては、以前と 以前というのは改正

前の条文の中身と今回の条文の中身は一緒なんで

すよ。同一なんですよ。今回改正されたからとい

うことで入居者にある程度メリット的なものがあ

るかということにつきましては、一切ございませ

ん。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） ちょっとまたようわから

んようになったんですが、加わった２つ、追加項

目が加わったんでしょう。それで、その追加項目

は従来あったものが表現が変わっただけなんです

か。従来なかったやつが新たに加わったんでしょ

う。そしたら新たに加わった中身というのは……。

しかし、それは変わらないということになれば―

新たに２つ加わったわけでしょう。それで、そ

れは収入基準が２６万８，０００円というふうに、

ちょっと所得が多くても、収入が多くても弱者に

限っては入れるようになった、そういうことで先

ほど理解しようとしたんですが、そうでもないん

ですか。さっきのやりとりをずうっと聞いとって、

私は私なりにそういうふうに理解してるんですが、

多くの皆さんもそうじゃないかなと思うんですよ。

それで介護保険のいわゆる第三者機関で介護認定

された方については、住宅入居については少し門



戸が開かれた、緩和された、こういう２つのこと

が追加項目として加わったというふうに理解した

んですが、これは私が曲解して理解していること

なんでしょうか。ちょっとその辺、もう一回教え

てください。

○議長（奥和田好吉君） 理事者側に申し上げます。

そう難しい質問ではないので、もうちょっとわか

りやすく答弁願います。理事者側の答弁によって

また長くなったり短くなったりしますので、理事

者側がその点はわきまえながら、ピシッと的確な

答弁をお願いします。山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 泉南市の住宅管理条例

で引用しておりますのは、公営住宅法施行令の第

６条の３項、これを引用しておるわけでございま

して、３項そのものは政令が変わっておらないわ

けでございます。その説明は、先ほど伊藤課長が

申し上げました内容でございます。そのものは変

わっておりませんので、住宅管理条例の内容も変

わらないわけでございます。

ただ、公営住宅法施行令の第６条の加わった２

項目につきましては、これは当然政令の改正でご

ざいますから、政令そのものの内容は変わってお

ります。ただ、この部分については、泉南市の住

宅管理条例の中では引用しておりませんので、全

く影響がないということでございます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第５号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第５号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

１時まで休憩いたします。

午前１１時５８分 休憩

午後 １時 ３分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次に、日程第８、議案第６号 平成１２年度大

－１７０－

阪府泉南市一般会計補正予算（第４号）を議題と

いたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第６号、平成１２年度大阪府泉南市一般会計補

正予算（第４号）につきまして御説明を申し上げ

ます。

平成１２年度大阪府泉南市一般会計予算に変更

を加える必要が生じたため、地方自治法第２１８

条第１項の規定により補正予算を調製し、同法第

９６条第１項の規定により議会の議決を求めるも

のでございます。

補正の内容でございますが、議案書の２３ペー

ジをお願いいたします。歳入歳出にそれぞれ４億

１，９６５万円を追加し、歳入歳出の合計を２１６

億８，１８４万４，０００円とするものでございます。

それでは、歳出の主なものにつきまして簡単に

御説明を申し上げます。３４ページをお願い申し

上げます。議会費から始まります各項目ごとに人

件費の補正をいたしておりますが、これは職員給

与の２％減額及び人事異動等に伴います補正でご

ざいます。

次の３５ページの人事管理費の職員手当等のう

ち退職手当２億５，５４８万２，０００円でございま

すが、これは定年前早期退職予定者など１１人分

に対する退職手当でございます。

次に、３８ページをお開き願います。徴収費の

報償費４２５万４，０００円でございますが、これ

は市税の納期前納付者が当初見込みよりふえまし

たことにより、前納報奨金の補正を行うものでご

ざいます。

次に、４２ページをお開き願います。老人保健

費の繰出金４，２４７万５，０００円でございますが、

これは老人保健に係ります治療費が当初見込みよ

りふえましたため、一般会計から繰り出しを行う

ものでございます。

次に、４３ページの知的障害者福祉費の扶助費

１，３９７万９，０００円でございますが、これは知



的障害者の施設入所者が当初見込みより増加した

ため、その経費を補正するものでございます。

次に、４４ページの下段から４５ページにかけ

ての保育所費の賃金１，１２５万６，０００円でござ

いますが、これは保育所の入所児童が当初見込み

よりふえましたことに伴いましてアルバイト賃金

に不足が生じましたため、その経費を補正するも

のでございます。

次に、４８ページ下段の上水道費の投資及び出

資金２，５００万円でございますが、これは上水道

事業の経営基盤の強化、資本費負担の軽減を図る

ため、一般会計から出資を行うものでございます。

次に、５３ページ下段から５４ページ上段にか

けて学校施設整備費の工事請負費６，０００万円、

並びにその下段の備品購入費２，４００万円でござ

いますが、これは学習指導要領の改訂で平成１４

年度までに小学校にコンピューターの整備が必要

となるため、前年度に引き続きまして今年度にお

きましても４校分についての整備工事費及びコン

ピューター購入経費を補正するものでございます。

次に、同ページの教育振興費の扶助費１，０４７

万４，０００円でございますが、これは経済的理由

により就学困難な児童・生徒の保護者に給付して

おります就学援助費の対象者が当初見込みより増

加したため、その経費を補正するものでございま

す。

次に、５５ページ下段から５６ページにかけま

しての社会教育総務費の備品購入費２，０７２万７，

０００円でございますが、これは平成１３年度か

ら広く市民にＩＴ講習を実施するに当たり、公民

館など社会教育施設６カ所にコンピューターシス

テムの整備を図るため、その経費を補正するもの

でございます。

次に、５８ページをお願いいたします。返還金

の償還金利子及び割引料の３，１６０万９，０００円

でございますが、これは開発予定が中止になった

ことによる宅地開発者寄附金返還金及び平成１１

年度の生活保護費などの国庫負担金の額が確定し

たことに伴います返還金でございます。

お手数でございますが、３０ページにお戻り願

います。第２表で地方債の追加補正をお願いいた

しております。

－１７１－

また、歳入につきましては３１ページから３３

ページに記載のとおりでございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。御承認賜りますようよろしくお願

い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 大森君。

○４番（大森和夫君） ３８ページの徴収費、報償

費ということでお聞きしますけども、納付報奨金

制度が変わったときには金額が少し減ったりする

ので、これで収税率が悪くなるんじゃないかとい

う心配もありましたけども、こういう形で金額が

たくさん出て、ほんとによかったなと思うんです

けども、それが収税率アップに当然つながってく

るんだろうと思うんです。

ただ、今回の市長の答弁にもありましたけども、

なかなか市税の増収が認められないんだというよ

うな一般質問の中の答弁があったりとかしました。

いろいろ聞きますと、現年度の徴収を他市に追い

つけ追い越せと取り組んでいると。滞納分は、な

かなか大変な状況であるというふうにお聞きして

ます。

その中で聞きたいんですけども、例えば収納推

進委員会というのがあって、これで財政のいろん

な問題が話し合われてるようなんですけども、こ

こでどういうことを議題にし、論議しているのか。

特徴的なことがあれば、ぜひお聞かせ願いたいと

いうことです。

この中で助役や公室長、総務部長や参与が入っ

てますけども、その中で過日の新聞報道にありま

したような無償の差し押さえ解消ということが防

げなかったかということが疑問にあるわけです。

この議会の中でもたくさん議論になりましたけど

も、解除の理由といたしまして、例えば本市とし

て他に処分物件があるというふうにお答えになっ

てましたけども、２万６，０００平米を解除しまし

て、そのあとの残り１４万平米が結局競売になり

まして、聞きますと、競売ということで一銭も入

らないということの説明を聞きましたので、それ

ならば他の処分物件があるから、他を差し押さえ

してるからということは理由にならないと、この

ように思いますので、その点どうかということで



す。

それから、分納誓約が行われてると、少額にも

かかわらず入ってると言いますが、これは滞納額

は減ってないという状況からすれば、この分納状

況というのも理由にならないのではないかと思い

ます。

それから、公共性のことも何度かお答えになり

ましたけども、白浜空港は有償にしたからといっ

て飛行場がとまるわけでもありませんし、今この

問題は和歌山県でも経緯の調査を行ってるという

ことなので、それでいうと市の説明が崩れている

のじゃないかということを思います。

そういう意味で、この点でこういう収納推進委

員会とか前納制度とかしいてますけども、税収率

がこういうことでうまくいってないという点はや

っぱり反省すべきことであるし、ぜひ市長にもそ

の点では反省していただきたい、謝罪も市民の前

に必要ではないかというふうに思っております。

それと、引き続き徴収率を引き上げるというこ

とで考えますと、地場産業の不振ということが盛

んに言われておりますけども、新聞報道の記事で

もありましたけども、開発業者という形で繊維業

者ではないような気がするんですよね。繊維もか

かわってるんかもしれませんけども、どちらかと

いうとバブルで踊ったような業者の滞納額が多い

んではないかというふうに思うんです。

もう１つの毎日新聞の記事にもありましたけど

も、これは１２月３日付の毎日新聞でありますけ

ども、市の再開発予定地を所有してる固定資産税

の大口滞納者の１人は、いつまでたっても事業化

をしない市政に対する不満の表明というふうに話

しされてるわけですね。この方を見ると債権者じ

ゃないかと。繊維というよりも、こういうバブル

の時期に踊った方ではないかというふうに思うん

です。ですから、そういうことでバブルで踊った

滞納額の多い滞納者に対しては、やっぱり厳しい

収納のあれが必要であるのではないかと思います。

厳しい姿勢をとれるかどうかということでいいま

すと、やっぱり市長の姿勢が大変重要だと思うん

です。

私、平成１１年９月の定例議会の文書を読んで

ましたら、当時の林議員が和泉砂川の駅前の再開

－１７２－

発の問題で質問してるんですけども、「３つ目の

問題として、市長、今度のいわゆる東街区」

これ、砂川駅前ですよね 「東街区での事業の

推進で、この中心的な事業者、大口債権者は市長

の清樟会の会員ですね。そうですね。私も資料を

調べてみたら、ほとんど会員１社月１万円ぐらい、

ここだけが月２万円で、年間２４万円」という内

容で質問された後に、市長は「東街区の大規模権

利者については、私の政治団体の会員ではないか

ということでございますが、そうでございます。

ただし、指摘されました額については誤っており

ます」という答弁のことがあったんですけども、

私、この債権者とこことダブってないかという疑

問が起きたんです。

それで、前のずうっと出てます開発業者に関し

ては、市長は明らかにこれは私の会員ではないと

いうふうにおっしゃってましたけども、この業者

に関しても、この大口債権者のところでもそうい

うことがないのかどうか、お聞きしたいと思いま

す。

以上、ちょっと質問の内容を整理しますと、い

ずれも関連してますので、大体３点についてお聞

きしたいと。無償解除の理由は否定されてるので

はないか。そういう意味でいうと、これはすべて

市税アップの件にかかわってますので、この点御

答弁をお願いいたしたいと思います。

〔発言する者あり〕

○議長（奥和田好吉君） 中田総務部参与。私語は

やめてください。

○総務部参与（中田正純君） それでは、大森議員

の御質問にお答えいたします。

まず、補正をお願いしている分の報償費の関係

でございますが、これにつきましては当初よりも

５８９件の前納の納税者が多くなったということ

で、４２５万４，０００円の補正をお願いいたして

るところでございます。この前納報奨金が増加す

るということは、安定した市税収入の確保と、そ

して円滑な予算執行ができるということで、税と

しては好ましい状況ではないかと考えております。

また、市税検討推進委員会等々の会議の内容は

どうかというと、我々といたしましては滞納者に

対する作戦というんですか、徴収率の向上を図る



ための方策を考えておりまして、これらの滞納者

に対しましては万全を期して、我々も滞納者と徴

税の面談を行いまして、この滞納はどの辺にある

かというような内容を把握いたしまして、納税に

応じていただけるよう検討いたしているところで

ございますし、また滞納には種々条件がございま

す。各滞納者には要件がございますので、それを

精査して、一日でも早く滞納から脱皮して、我々

市税確保に万全を期しているところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 東納税課長。

○総務部納税課長（東 三郎君） 一般質問に引き

続きまして、白浜空港の関係で滞納が間違いであ

ったのではないかという改めての御指摘をいただ

いてるわけでございますけども、一般質問のとき

にも御答弁申し上げましたように、我々といたし

ましては、幾ら和歌山県の要請であったとはいえ、

もう少し交渉の余地はあったんではないかという

ふうに反省をいたしておるところでございまして、

何分初めての官官 官官と言うたら物すごく言

葉がいいように聞こえますけども、実際は官民で

あったというふうに私は認識をいたしております

けども、県の要請があって、公共事業のためにと

いうことでやむなく解除という選択をいたしたと

ころでございますので、我々といたしましても、

先ほど申し上げましたように交渉の余地はあった

というふうに反省はいたしているところでござい

ます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 答弁漏れはありませんか。

中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 答弁漏れがあったよ

うでございます。

いわゆる白浜の空港用地の件で、その業者が分

納がどうのこうのという形でございますが、我々

といたしましても、交渉を受けた時点でその業者

の業務内容等を十分調査いたしまして、調査の結

果、この分納が適当であろうという推測のもとで

行ったものでございますので、その点よろしく御

理解のほどお願いいたしたいと思います。

また、砂川駅前云々につきましては、これは現

在そういう質問になりますと、いわゆるプライバ

シーの問題、守秘義務の関係、これは固有名詞は

－１７３－

出ておりませんけど、特定できるということです

ので、その辺の答弁は控えさせていただきます。

〔真砂 満君「議長、議事運営」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 真砂君。

○５番（真砂 満君） ただいま大森議員が質疑が

され、答弁中でありますけれども、今一般会計補

正予算についての質疑中であるはずであります。

よって、質疑の内容は議案の中身に沿ってしてい

ただくというのが本来であるというふうに思いま

すし、歳出と歳入の部分をごっちゃにした質疑も

あったように思いますので、そのあたりについて

は議長の方で正しく、質疑はもちろんのこと答弁

の方も不必要なものは答弁をしないというような

議事の進行をしていただきたいというふうに思い

ます。でないと、それが１つ例として認められる

ということになると、何でもかんでもできるとい

うことになろうかというふうに思いますので、そ

のあたりについても議長の進行上の問題としてよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。

〔成田政彦君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） ただいま真砂議員が不必

要なことは答弁するなということを言うて、そう

いうことは議長の権限内であって、別にそんなこ

と、議員が質問したことを質問に答えるなと、こ

れはおかしいでっせ。たとえ意見が違っても、議

員が言っとるでしょう。そんなもん答えるなと。

これは議員は議場において発言を許されとるんで

すからね、議長に。そんな議事進行はおかしいで

すわ。

○議長（奥和田好吉君） 税の中で質問されており

ますので。大森君。

○４番（大森和夫君） 税率をアップする、こうい

う立場で質問させていただいてるんで、ぜひお願

いいたします。

プライバシーの件がありましたけども、前の白

浜に関係する開発業者のときには、市長は会員じ

ゃないということをはっきりおっしゃいましたの

で、この件に関しても言うていただければいいな

と思います。私の推測からした質問で、（発言す

る者あり）特にこの問題でも……

○議長（奥和田好吉君） 大森君に少し御注意申し



上げます。横道にそれないで、この議題に沿った

質問をしてください。（発言する者あり）お静か

に願います。

○４番（大森和夫君） 長期で高額の滞納者に対す

る厳しい姿勢が必要という立場で、これももちろ

ん議論の中でもありましたけども、一般納税者に

対する納税意欲に水を差したということが議会の

中でも参与がお話しされましたように、それにか

かわって質問してる内容なので、ぜひお答え願い

たいと思います。

それと、滞納額の件でお聞きしたいんですけど

も、バブルの業者には厳しい対応をということで

質問さしていただいて、その分お答えなかったん

ですけども、繊維業者とバブルに踊ったような業

者、これはやっぱりなるべく区別して、バブルで

踊ったような業者に対しては厳しく追及する必要

があると思うんです。金額も大きい金額にかかわ

ると、地場産業の繊維というよりもバブル関係が

多いんじゃないかと思うんです。その辺どうなの

かね。紹介されてきた例が開発業者とか、それか

ら大きな土地を持っておられる方とかいうような

ことが多いようなので、例えば泉南市でワースト

テンといいますか、そういう範囲の中で地場産業

に関連して滞納があるんか、バブルに関連して滞

納があるのか、そういう特徴的なこと、この２つ

お答えください。

〔堀口武視君「議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 堀口君。

○１５番（堀口武視君） きょう午前中からどうも

議会運営のやり方がおかしいので、ちょっと議長

にお願いしたいんですけども、今も真砂議員から

議事運営、議事進行の意見が出ました。あるいは

また、成田議員から出ました。議長、一定の議長

見解を示してから議事を進行していただきたい、

このように思います。

〔巴里英一君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 本来の質疑というのは、

御承知かと思いますけども、何ページから何項目、

款項目においてきちっと指摘して、このことに対

してお聞きしますというのが質疑の本来のあり方

なんです。それをそこを指摘しながら、歳入の問

－１７４－

題までやってるというのは、議長、おかしいじゃ

ないですか。こういうあり方は質疑ではないです

よ、これは。何でもやれるということではないで

すよ。そういう一定の制限が加えられてるはずな

んです。そういう運営をお願いしたいというのが

私の先ほどからのやじってる話なんです。その点

お願いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 先ほど質問者の大森君に

言いましたけども、この議題に沿った質問をして

いただきたいと思います。横道にそれないで、議

題に沿った質問をしていただきたいと思います。

中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 大森議員の再度の質

問ですけれども、市税の確保、これは我々として

は最大の使命でございます。そういったことで、

税は公平、平等を旨といたしまして、担税力があ

るかないかということを判断しつつ、優良なとい

うんですか、まじめに納税していただいてる人と

のバランスを失しないように、我々は懸命の努力

をしているわけでございます。

御承知のとおり、バブルがはじけまして、そし

て今なお景気が回復してこない状況の中で、各滞

納の要因が違いますから、我々も何も行かなくて

滞納してるんじゃなしに、その滞納の額に応じて

必ず年に３回、４回と滞納者のところに行って面

談して、そして１円でも市税の確保を図っている

ことでございますので、バブルがはじけてどこが

どうのこうのという個人的な滞納の要因はここで

は回答できませんが、そういうバブル経済と不景

気がなおかつ続いてるということに対して、我々

としては非常に厳しい時期を迎えているんじゃな

いかなと、かつて経験したことのないような厳し

い税収を確保する時代であるというように認識い

たしております。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

真砂君。

○５番（真砂 満君） 巴里議員の指摘がございま

すので、私はページ数と項目を言いながら質問さ

せていただきたいと思います。

１つは４５ページ、保育所費のうちの賃金１，１

２５万６，０００円についてお伺いしたいというふ

うに思います。御説明では入所者数がふえたとい



うことで、その処理だということでしょうけれど

も、今実際現場を見てみますと、正職員の数とア

ルバイトの数の比率というのが異常なぐらいにな

ってるんではなかろうかなというふうに思います。

特にこの金額を見てみますと、何人分の補てん分

か若干わかりにくいんですけども、その辺の報告

も含めて、入所の増員がどれだけあって、アルバ

イトの補てん人員がどれだけなのか、あわせて正

職との比率はどうなのか、お聞かせをいただきた

いというふうに思います。

それと、５６ページ、社会教育総務費の備品購

入費２，０７２万７，０００円、これは御説明の中で

ありましたように、平成１３年度からＩＴ講習を

するということで、事前の議会運営委員会の中で

説明を受けておりますから、公民館４館、青少年

センター、埋文センター、この６カ所に２１台配

置するということはお聞きをいたしておるわけな

んですが、この公民館は一定理解できるんですが、

他の青少年センター、埋文センター、ここに設置

をすると決まった経過等についてお示しをいただ

きたいなというふうに思います。

特に、地域的なことで非常に申しわけないんで

すが、私どもの地域では、公民館的活動というの

はいわゆる解放会館の中でこの間されてきており

ますので、青少年センターでの講習というのが一

定理解がしがたいわけなんですが、そのあたりに

ついてもお示しをいただきたいなというふうに思

います。

それと、３点目ですが、これは全般にかかって

きますので、人件費が２％削減をされたというこ

とでございます。これは関係団体との交渉が合意

をされてこのような結果になったということは、

一定理解をいたしておりますけれども、財政の中

長期的な展望から申し上げますと、人件費は他の

例えば期末手当、そういったものから見れば予定

より大幅に削減計画が達成をされているのではな

かろうかというふうに思われるわけなんですが、

あえてこの２％を提案して出してきたという背景

はどうなのか。

また、それに伴って人件費を削減してるわけで

すから、削減をされたこの費用をどこに補てんし

ようとしてるのか。以前にも私申し上げましたよ

－１７５－

うに、退職引当金的な取り扱いはその後どうなっ

ているのか、あわせてお聞かせをいただきたいと

いうふうに思います。

その３点でございます。

○議長（奥和田好吉君） 西本児童福祉課長。

○健康福祉部児童福祉課長（西本 治君） 何点か

ございましたので、答弁漏れがありましたらお許

しください。

まず、児童数でございますけども、４月１日現

在と１０月１日現在の比較で３６名ふえておりま

す。その内訳でございますけども、樽井保育所に

ついては６名、浜保育所については１３名、鳴滝

第一保育所については１１名、鳴滝第二保育所に

ついては６名、計３６名となっております。

それから、臨時保育士、嘱託保育士、正職保育

士ですけども、現場に入れる保育士が正職保育士

が７０名、嘱託・臨時保育士が７５名となってお

ります。

それで、賃金でございますけども、当初予算が

４，２０１万７，９８５円、１２年度当初予算が実績

よりも少なかったことにより今回補正をお願いし

たところでございます。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 大前教育総務部次長。

○教育総務部次長兼社会教育課長（大前輝俊君）

真砂議員の御質問の埋文センターにパソコン導入

の必要性ということですが、現在、小学校の教科

書の中にも歴史を学ぶ１つの方法としまして図書

館の利用、あるいはそれに加えましてインターネ

ットの利用というのが紹介されているような時代

になってきました。実際、インターネットを活用

いたしまして歴史とか文化を知ることの情報とい

うのは、非常に幅広いものがあると考えておりま

す。

また、例えば今国が推し進めておりますデジタ

ルミュージアムというようなものも一部実現の段

階に入ってまいりまして、今後市民の方々がこの

ような情報を活用するということは非常に有益に

なるのではないかと考えております。

ただ、実際埋文センターに来られる方々の中で、

例えばお年寄りのような高齢者の方も多いわけな

んですが、そのような方々がパソコンにこれまで



かかわる機会とか触れる場がなかったというよう

なことで、実際インターネットの活用が十分され

ていないというような現状もございます。このよ

うな方々に今回歴史的な情報をさらに利用、活用

していただくためには、今回の国の予算を活用い

たしまして、歴史的情報を専門に扱う埋文センタ

ーについても、インターネットに触れる場、ある

いは講習の場を設けることも１つの方法ではない

かということで、今回導入することとなりました。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 真砂議員の関連の

御質問でございますが、解放会館になぜパソコン

を導入しなかったのかということと解釈して御説

明させていただきます。

この件につきましては、平成１２年当初予算に

おきましてパソコン教室ということで、この事業

は解放会館の事業ということで、国・府合わせま

して３分の２補助をいただいております。この補

助は、当然教室を開きますので、器具の借り上げ

料及び講師の謝礼まで入ります。ですので、我々

としてはこの事業を今後とも解放会館事業として

進めるという意味から、備品だけ購入しても、そ

れに伴います講師とかいろいろなものについては、

一般会計の方から今後拠出しなければならないと

いう形があります。ですので、一括して事業とし

て、この事業については今後も地域並びに地区内

外の交流事業という形で位置づけておりますので、

御理解を賜りたい。ですので、今の補助よりか我

々の今もらっている補助の方が有利と判断いたし

ましたので、購入を見送ったということでござい

ますので、御理解していただきたいと思います。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 真砂議員の３点目の

質問でございますが、人件費の２％の削減の関連

でございます。

今回、１２月の補正でこの２％の削減をするわ

けでございますけれども、この削減につきまして

は、ことし３月の議会の方で条例改正を提案させ

ていただきまして、３カ年について２％の削減を

行うということで御説明をさせていただいたと思

－１７６－

います。

これは中期的財政見通しの中で財源不足が生じ

るということの中で、職員の方々にもお願いをし

た中でこういう形が出てきたわけでございますの

で、３月の条例制定ということでございますので、

既に予算的には平成１２年度については２％削減

前の数字を計上してたということの中で、どこか

で削減しなければならないということで今回上げ

させていただいたものでございます。

それと、中期的な財政見通しから見て大幅に削

減できてるんではないかという御指摘でございま

すが、これは３月にも一部お答えをさせていただ

いたと思いますけれども、中期的財政見通しを出

した中では、人件費関係で４億５，０００万という

見通しを立てたわけでございます。現状としては、

職員給与の２％の削減が３カ年、特別職の給与の

１０％削減３カ年、管理職手当の１０％削減３カ

年、旅費、日当の削減ということで条例改正をさ

していただいております。それと、特勤手当の見

直し、それと超過勤務の縮減ということで４億５，

０００万ほど積算したわけでございますが、現在

まで予定いたしておるものとしましては、現実に

は３億７，０００万程度は削減できるのではないか

と。

ただ、あとこの中期的財政見通し以外に、制度

でございますけれども、人勧制度の中で既に０．３

カ月の削減について昨年度実施をしているという

ことがございます。それと、今年度も人事院勧告

で、後の条例で出てまいりますけれども、削減の

部分がございますので、それらを合わせますと４

億５，０００万を十分クリアはさせていただいてる

ということでございます。

それとあと、この職員がみずから削減をした費

用についてどこに使おうとしてるのかということ

でございますけれども、これもいろいろと議論の

出た中でございますけれども、当然将来にわたっ

てかなりたくさんの職員の退職というのが出てま

いります。ですから、現在議論をしているのは、

この分の一部について何らかの形で留保できない

かということで議論をさせていただいております

ので、これにつきましては、今年度末までにきち

っと整理をしてまいりたいというふうに考えてお



るところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 真砂君。

○５番（真砂 満君） 今の保育所費の関係で申し

上げますと、保育士の比率が数でいうと正職が７

０、臨職と嘱託ですか、合わすと７５、比率が逆

転をしてると。この逆転現象をどういうふうに見

るのか、現場の担当管理職としての御意見を賜り

たいなというふうに思います。

といいますのも、我々のところには待機児童と

いいますか、待機をされて待っている方の声をよ

く聞くわけなんです。そしてまた、預けられてい

る人からも、やっぱり安心して預かっていただき

たいという声は常々聞いておるわけなんで、嘱託

やバイトであると必ずしも不安だということには

決してならないとは思いますけれども、やはり条

件なりそういった環境が違うわけですから、きち

っと受け入れる体制として確保すべきものは確保

してあげないとだめだというふうに思います。

さきに男女共同参画のことも一般質問の中で話

しさせていただきましたけれども、女性が社会に

進出しようとすれば、そういった体制がきちっと

なければ、なかなかそういったことも不可能にな

ってくるということでありますから、その点もあ

わせてよろしくお願いをしたいというふうに思い

ます。ですから、その辺の見解だけお示しをいた

だきたいというふうに思います。

それと、コンピューターの関係は大浦部長の話

の中でわかりました。２カ所でされるということ

ですから、かえって地域的には２カ所でする方が

いいのかなというふうに思います。ただ、解放会

館事業の中で非常に人気がある事業の１つであり

ます。今回も抽せんで漏れられたという方もおら

れたようでありますから、この時代ですからコン

ピューターに早くなじんで勉強したいという方が

たくさんおられるというのはそのとおりでござい

ますし、２カ所でしていただけるということにな

れば、それだけ受け入れの数もふえるということ

ですから、逆に言いますと喜ばしいことなのかも

わかりません。

ただ、全市的に網羅してみますと、やはり地域

間格差というのが出てくるというふうに思うんで

すね。公民館の位置なりセンターの位置、埋文セ

－１７７－

ンターの位置を見てみますと、やはり公平な配置

になっていないなというふうに思いますので、今

後このあたりについてどのように考えられていく

のか、お示しをしていただきたいというふうに思

います。

以上。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） そ

れでは、私の方から、先ほど真砂議員御質問の保

育所の職員の件について御答弁申し上げます。

先ほど西本課長が申しましたように、現在の職

員につきましては７０人、７５人という逆転現象

が生じておるのは事実でございます。ただ、この

臨時職員につきましては、当然職員を採用するに

つきまして、例えば産休でありますとか育休であ

りますとか、また年度途中の措置児童数の増であ

りますとか、そういった臨時的な事象について対

応するために臨時職員を採用してきた、これが基

本というふうに我々は考えております。

ただ、現在そういったいろんな事情がありまし

て、財政的なこともありますし、あるいは総括的

な事情ですけどもありまして、現在特に保育所の

場合にはある程度正職員の人、それからまた正職

員でない人でも、例えば資格があって、保母、保

育士の資格を持っておられる方もおられるという

中で、現在こういうふうな形で保育所の運営をし

ているところであります。

ただ、この保育所の数というんですか職員の数

につきましては、これはまだまだ我々としても検

討すべきことがあると思います。それは関係機関

とも相談しながら、これからまたその部分につい

ては運営について考えてまいりたいと、このよう

に思っておりますので、よろしく御理解のほどお

願いしたいと、このように思います。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） ＩＴ関係のことに

ついてお答え申し上げます。

この事業につきましては、社会教育施設での事

業というようなことになっておりまして、そして

泉南市内では、この対象者も２０歳以上というこ

ともありまして、お勤めの方とかいろんな方が参

加していただくということで、市内に新家、信達、



樽井、岡田ということで各４駅ありますので、こ

れが１つのポイントとなりまして、そこに公民館

がございます。その公民館を利用して参加してい

ただいて、パソコンになれていただくということ

で一応考えております。

そして、この事業につきましては、１３年度か

ら講習事業をやるということですので、その１年

間やってみたいということであります。それから、

その補助が１年間分で１単位１２時間というよう

な１つの基準がありますが、それをやっていくと。

あと、それじゃその以後の残りの１４年度以降は

どうなるのかといったら、これは今国の方からも

特に指示はございませんので、そのあたりは私ど

もとしても何らかの活用方法を考えていきたいな

というふうに考えております。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

井原君。

○１番（井原正太郎君） ただいまも社会教育関係

でＩＴ講習に関する質疑、またその説明をいただ

いたんですが、この事業は情報通信技術講習推進

特例交付金、このようなことで国の事業としてス

タートしておるわけなんですけども、１つは自治

省が交付金を出して、そして大阪府がいわゆる対

象事業に対して補助金を出すということで、１０

０％府の方から補助がいただけるというふうにこ

の前も議運の方で聞いておるんですけども、１つ

は市としての持ち出し、これはないのかどうかと

いうことと、そして今回のこの事業、対象事業に

対する補助金というふうな形で、市内６カ所、１

会場２１台というふうな今説明をいただいたんで

すけども、この規模というのは、いわゆるこれで

マックスなのか、あるいはまたある程度余力を残

した形での事業展開をするのかどうか。

それと、この講習について、今対象は２０歳以

上ですよというふうなこともありましたし、１３

年度１年間一応やってみてというふうな話もあっ

たんですが、具体的にこの講習は市民の方も非常

に注目もされてますし、どういう形で申し込めば

いいのかというようなとこまで詰められておるん

かどうか。また、この講習では具体的に主にどう

いうことを講習あるいは学ぶことができるのか、

そういうようなこともあわせて答弁いただきたい

－１７８－

と思います。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） ＩＴについてお答

え申し上げます。

今回、この事業としてやっていきたいのは、ま

ず文部省からの補助ということで１０分の１０補

助でございまして、これはいわゆるコンピュータ

ーそのものを設置するということで今回お願いし

ているところでございます。

そして、自治省の関係でＩＴ講習ということで

広く普及させるということから、これもまた１３

年度から講習事業として取り組みます。これにつ

きましてはまだ来年の話になりますが、具体な取

り組み方法とか、そのあたりは今現在検討して練

っておるところでございまして、今回平成１２年

度は、まずコンピューターを設置するということ

で受講者用が２０台、それから講師用が１台とい

うことで、１カ所２１台でございます。あわせて

合計６カ所で１２６台を設置したいというふうに

考えておりますので、その点よろしくお願い申し

上げます。

○議長（奥和田好吉君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） ちょっと私の質問の仕方

が悪かったんかわからんですが、この事業がうち

としてはいわゆる対象事業の１００％なのか、あ

るいはある程度余力を残した形での事業となるの

かということが１点。

それから、まだ煮詰まってないようですが、具

体的にどこで受け付けて、どこで具体的に皆さん

に御案内を申し上げるのかというふうなことを、

もう一回確認さしてください。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 答弁漏れで申しわ

けございません。

１０割補助ということで、市としては負担はご

ざいませんので、基準額、設置につきましては１

台１６万４，０００円程度ということになります。

それから、講師用については１７万１，０００円と

いうあたりの内容もありまして、そのあたりで講

習に入った場合、ペーパー代とか、それからネッ

トの接続費とか、そのあたりの細かい分が少し要

るわけなんです。



そういうことで、新年度の対応としては１０分

の１０ということになりますが、それで１年過ぎ

た以上は、市単独でもやるならそういう費用が要

ってくるということになります。そういうことで

す。

そして、受け付け方とかのあたりにつきまして

も、今現在公民館とかほかのところもありますの

で、これから十分そのあたりを考えてまいりたい

というふうに思います。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

〔井原正太郎君「議長、ちょっと今、正確に答

弁いただいてません」と呼ぶ〕

○教育総務部長（金田峯一君） 済みません。余力

があるのかというあたりのことでございますが、

今現在、社会教育という施設の中では、一応この

分でいっぱいという形で考えさせていただいてお

ります。

○議長（奥和田好吉君） 大前教育総務部次長。

○教育総務部次長兼社会教育課長（大前輝俊君）

部長の方からちょっと漏れてたことがあると思い

ますので、私の方から答弁させていただきます。

今回、国費で１０割補助されるわけですが、市

としての持ち出しはないのかどうかということで

す。５６ページに載っておりますが、需用費の修

繕料、これは電源の改修費として２１０万、これ

が一般財源としての持ち出しです。そしてまた、

今回のパソコンの購入につきましては１台当たり

１６万４，５００円ということで、それについては

パソコン本体と回線の工事も含めてということで

すので、そのようになっております。

そして、１３年度の講習のことでございますが、

インターネットに加入しますと、加入料が今のと

ころケーブルテレビの場合ですと２万円、そして

毎月の接続料が一応６，０００円から、容量をアッ

プしますと９，０００円というふうになっておりま

す。

そして、今回１３年度から行いますパソコンの

講習の内容でございますが、パソコンの基本操作、

そしてワープロ文書の作成及びはがき印刷、イン

ターネットの利用及び電子メールの送受信に係る

技能というふうに、初歩的な技能となっておりま

すので、よろしくお願いいたします。

－１７９－

〔井原正太郎君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

和気君。

○１９番（和気 豊君） 各項目ではなくて全般的

にお伺いしてまいりたいと思うんですが、今回４

億１，９００万何がしかの補正総額なんですが、そ

のうちの歳出で、ちょっとページを申し上げます

と３５ページ、２億５，５４８万２，０００円、退職

手当金というのが非常に多いわけですね。６割以

上これが占めているわけですが、この退職手当金、

当初これだけの額を予定しておられたのかどうか

ですね。突発的に急に、いわゆる条例による普通

退職ではなくて途中退職をされた、市としては突

発的にそれだけお金が入用になるわけですが、そ

ういう方はどれだけなのかですね。

その辺に対する備え、うちの場合には退職に対

する引当金みたいなものを留保しておりませんか

ら、結局税収、経常収入で処理していかないかん。

経常収支比率は、突然の退職にこたえて若干悪化

するわけですが、中期財政展望では１２年に人件

費６７億、こういう想定なんですが、これがふえ

るのかどうか、その辺をひとつお示しをいただき

たいというふうに思います。この中期財政展望の

中で処理されていく退職金総額なのかどうか、こ

れをお示しをいただきたい、こういうふうに思い

ます。

それから、これからの退職ですね。これについ

てはどういうふうにここ数年推移していくのか。

ふえるのか、それとも横ばいなのか、この中期財

政展望との兼ね合いで、この位置づけどおりに推

移するのか。今回やっぱり突発でこれだけふえた

と、だからもう一つ不確定要素が多くて中期財政

展望どおりに行くかどうかわからん、こういうこ

となのかどうかですね。この辺もお示しをいただ

きたいなというふうに思います。

それから、歳入のことなんですが、４億１，９０

０万。経常収支は非常に悪いわけですが、今の段

階ではまだまだ経常収支がどうなっていくかとい

うことについてはよくわからないだろうというふ

うに思うんですが、経常収入の伸びについては、

財政の税収がなかなかうまくいかない、地場産業

なんかが大変な状況だということで税収が余り見



込めないと、こういうことになってきますと、こ

れは不確定要素の多い財源ですけれども、開発者

協力寄附金ですね、こういうものがどうなのか。

これは余り見通しを立てて、しっかりと位置づけ

るわけにはいかない不確定要素の多い財源です。

しかし、この間、１２月ですから例えばそうい

う今までに入ってきた開発協力寄附金、これが一

体どれぐらいあるのか、あるいはそれは歳入の中

で位置づけられないぐらいの少額なのか。やっぱ

りかなり億単位の金が入ってきて、ここで明らか

にして、これだけ歳入が入っておりますよという

ことで、額が多ければ当然やっぱり議会にも報告

をしていただかなければならないと思うんですよ。

いわゆる経常収入がこれだけ少ないわけやけれ

ども、不確定要素は多いけれども、これだけ寄附

が入ってきてるんだと、こういうことも歳入の中

では明らかにしていただかなければならないんで

はないか。開発がなかったから全然入れてない、

少額やから入れてない、こういうことならば別な

んですが、一体全体どれぐらい開発者協力寄附金

が入ってきてるのか。

私は、今度の選挙もありましたし、ずうっとま

ちを歩いておりますと、いわゆる関西ホームなん

かの開発でどんどん新しい家が建ってるように思

うんですよ。開発者協力寄附金、下がったにして

も１戸当たり２７万入ってくるわけですから、そ

の辺はどうなっているのかですね。やっぱり我々

に税収について、あるいは歳入についてはきっち

りと明らかにしてもらわなければならないんでは

ないか、こういうふうに思うんですよ。

それから、先ほど論議のありました、やっぱり

主たる財源は、そんな不確定要素の多い開発者協

力寄附金ではなくて、税収だというふうに思うん

ですね。その税収が本当にきっちりと入ってくる

のかどうか。

例えば、先ほどちょっと質問がありましたけれ

ども、いわゆる時効中断のために差し押さえをや

っている、そういうことではなくて、やっぱり１

番抵当、２番抵当、差し押さえが１番、２番に入

っておって、これが売却された場合、十分にお金

が入ってくると、確たる収入として見込めるんだ

と、差し押さえやってることによって。これがど

－１８０－

れぐらいあるのか、超概算で結構ですから、その

辺はひとつ明らかにしてください。先ほど答弁が

なかった。

○副議長（谷 外嗣君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 和気議員さんの１点

目の質問でございますけれども、退職手当２億５，

５４８万２，０００円の関係でございますが、当初

定年退職分として６名分について当初予算で計上

させていただいております。その数字が１億４，９

５９万３，０００円でございます。その後、退職条

例に基づきます早期前退職の申し込みが８名ござ

いまして、その後自己都合等による退職が３名ご

ざいまして、既に２名が退職をし、１名が自己都

合の方、もう１名は３月末で退職ということで、

トータルで１７名の退職を現段階では予定をいた

しております。ですから、その不足分として今回

２億５，５４８万２，０００円を計上させていただい

たものでございます。

それと、今後の退職でございますけれども、当

然平成１８年、１９年、２０年ごろにはかなりの

数の退職者がふえてくるというふうに考えており

ます。ただ、退職金というのは一般財源扱いでの

経費ということでございまして、退職基金等は現

段階では備えがないということでございますが、

先ほどの質問者にもお答えさせていただきました

ように、今回２％カット等の財源について、その

一部についてはその辺の備えのために我々として

は何らかの対策を立てないといかんということで、

今年度その答えを出してまいりたいというふうに

考えているところでございます。

それと、平成１２年度の人件費の決算見込みと

して、今和気議員言われましたように、中期財政

見通しの６７より超えるのかどうかということで

ございますけれども、現段階では超えないという

ことの数字になろうかというふうに思っておりま

す。ただ、最終３月末にならないと幾らというこ

とまでは申し上げられませんけれども、そこまで

は行かないというふうに考えております。

○副議長（谷 外嗣君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 開発行為に伴いまして

いただいておる協力寄附金の件でございますが、

１２年度の当初予算といたしまして９，９９５万円



を予定しておるところでございます。１１月現在

で納入額につきましては５，４６７万４，０００円で

ございます。通常、毎年３月の締めのときに総額

を計上させていただいておるというのが手続上と

っておることでございますので、今年度につきま

しても３月に総額を歳入として計上させていただ

きたいと考えております。

○副議長（谷 外嗣君） 東納税課長。

○総務部納税課長（東 三郎君） それでは、差し

押さえの関係で債権の保全の分について御答弁さ

せていただきます。

現在、処分、すべて不動産の差し押さえから電

話の差し押さえ、そして給与、預金、他の債権、

差し押さえている分全部含めまして３６２人ござ

います。それで、それに伴う差し押さえの保全を

しております債権額が６億４，８００万円強ござい

ます。

ただ、議員さんから御指摘をいただきましたよ

うに、確実に我々として債権として保全できてお

りますのは、預金の差し押さえ、それと債権の差

し押さえ 債権というのはいろいろございまし

て、生命保険の満期を差し押さえてるとか、あと

開発業者でございますと、そういう協会に納付金

を納めておりますので、それも差し押さえをさし

ていただいてる部分がございます。

ただ、全体的には差し押さえ物件につきまして

は順位は低うございまして、これにつきましては

この間から早急に調査をするように指示をいたし

ておりますので、間もなく調査結果が上がってく

ると思います。ただ、２番、３番というのが大部

分でございますので、先生御指摘のように時効の

中断的債権の保全が大部分であるというふうに理

解をしていただいたら結構かと思います。

以上でございます。

○副議長（谷 外嗣君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 退職金の問題については

よくわかりました。十分に中期財政展望の中で位

置づけられる額なんだと。当初見込んだ６名より

も１１人アップして、２億５，５００万ふえており

ますが、いわゆる２％の賃金カット、この分と相

殺して何とかいけそうだと、こういうことで理解

をしておきます。

－１８１－

それから、先ほどの、今滞納総額は２１億ぐら

いになっているというふうに思うんですが、その

うち差し押さえが６億４，８００万、そしてこれも

ほとんど時効中断の効果はあっても、いわゆる換

金には効果がないと、こういうことなんで、ほん

とにこれお寒い限りだなというふうに思うんです

が、今非常に厳しい徴収体制をとって頑張ってお

られるわけですけれども、しかし、本当に２１億

のいわゆる入るべき税を回収していくというこの

立場に立ってどうなのかという点で、やっぱりあ

れじゃないですか、取れるべきところから取って

いくと。ここを見過ごしにすることは、やっぱり

まかり間違ってもこれがあってはならない、取れ

るんですから。その辺はどうなのか。

一遍その辺のあれを示していただかないと、も

う時効中断だけで、差し押さえというのはほんと

に換金効果はないんだと、こういうことになれば、

本当に２１億果たして入ってくるんやろうかな。

空港の１００％を見込んで８１．５％の税収で、結

局あとの一番大事ないわゆる滞繰分がなかなか入

ってこない、こういうことになれば、ほんとに泉

南市の税収、何ぼ中期財政展望をお示しいただい

ても、ほんまにこの裏づけはあるんかなと、一番

貴重な自主財源がそういうことであれば。

それで、取れるべきところから取っていくと、

その手段、方途についてはどうなのか。その辺に

ついては、やっぱり先に抵当権を押さえられとっ

て後列に位置しなければならないのかどうか、そ

の辺ですね。この予算との兼ね合いでもうちょっ

と明確にしていただきたい。４億１，９００万、こ

の中にはほとんど国からの 地方交付税はこれ

は自主財源ですけれども、そのほかはほとんど国

から依拠するお金ですよね。自主財源ではないで

すね。だから、自主財源をやっぱり豊かにしてい

く、きっちり取っていく、こういう立場からその

辺はどうでしょうか。

○副議長（谷 外嗣君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 和気議員の再度の質

問にお答えいたします。

２１億という滞納は、我々も非常に残念で、憂

慮しているところでございます。これも滞納は予

算と違いまして累積でございますので、１年、２



年でこういう状態に陥ったということはないわけ

で、その点御理解をお願いしたいと思いますが、

その後、我々はいわゆるバブルが崩壊しまして、

そして景気が低迷していると、そういうことでど

うしても商いというんですか、企業をやっている

法人さんは、先に私債権、我々の債権より優先し

た債権が多うございます。そういったことで、バ

ブル期に異常な融資もしてございます。

御承知のように金融再生とか国のとかいって、

不良債権の処理とかいろいろな方策も講じており

ますけれども、まだまだ不良的というんですか、

不良債権がたくさんあります。私どもの方の中に

も、言葉は悪いんですけども、塩漬けしたような

土地が多々ございます。

そういったことで債権の順位から見て、私ども

の方では手足が出ない物件がかなりあるというこ

とで、今数値をお示しできませんけれども、そう

いう物件が大多数であるということで、先ほどか

らこの本議会でも御指摘いただいてるように、い

わゆる債権の解除時、我々が何％粘って取れるか

というのが、この２１億のうち１００万円以上が

７９％を占めておりますから、１７億円強ござい

ますので、そういったことで任意売買の節は、我

々は今後執拗に食い下がって１円でも多く市税確

保に努めていくと。もちろん競売になりますと自

然にその債権が消えていきますので、そういった

ことも十分心得まして今後努力してまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

〔和気 豊君「最後にします」と呼ぶ〕

○副議長（谷 外嗣君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 私は歴年にわたって累積

している滞繰分２１億について、ほんとに確たる

徴収の見通し、これを明らかにしていただきたい

ということでお話をしたんですが、例えば払える

能力がありながら、新聞にも出ましたように市の

市政上の不満、これから払ってやらないんだ、こ

ういうふうに大見えを切られてる方もおられるわ

けですね。そういう人が持っておられる物件につ

いては、いわゆる不良債権化しているのか、それ

ともまださらで、差し押さえすれば十分に１番抵

当権ぐらいの力を持った差し押さえになっていく

のか。その辺はいわゆる能力のあられる方につい

－１８２－

ては、固定資産を十分持っておられる方について

は、その固定資産１筆ごとに精査をして具体に対

応していかれる、こういうお気持ちはあるのかど

うかですね。

それと、もう１つは、その関係でいささかも市

といわゆるきっちりした関係をつくり上げていく

と、こういう基準みたいなものをはっきり市民に

示される必要があるんではないか。ここをはっき

りしないと、市民のいわゆる納税意欲というのは

わいてこないわけですから、市民の納税意欲をは

っきりさせるためにも、持てる人からはきっちり

取る。可能な限り市としてそこに知恵を尽くして

対応していく。

そして、仮にもこの人が市長のいわゆる後援会

等に入ってるということがないように、この点も

市民は疑惑で、そのことを理由に納税を怠るとい

うふうなこともあれば、これは問題ですから、そ

の辺もやっぱり１つの基準の中に入れて今後精査

をしていかれる、こういうことが必要ではないか

というふうに思うんですよ。その点は、市長のこ

とも１つ言及しましたので、市長から決意も込め

てひとつ御答弁をいただきたい。

○副議長（谷 外嗣君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先般の反省にも立ちまして、

やはり早目に手を打っておかないと、なるほど時

効の中断という任意の話し合いというのも必要か

とは思いますが、それをやっておりますと、やは

り民の方が先に押さえてしまうというのが早いで

すから、我々の方も当然初期はある一定はそうい

う形で交渉しないといけないと思いますが、相手

方の態度にもよるでしょうけども、余り支払う意

欲、あるいは態度がないというようなことであれ

ば、早くきちっと税の方で持てる権限の行使をす

るべきだというふうに思っておりますので、先般

も改めて指示をいたしておりますので、これから

も努力をしてまいります。

〔和気 豊君「それから、基準。後援会との関

係、市長でないと言われへん。市長、それは

言うてよ」と呼ぶ〕

○副議長（谷 外嗣君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 私どもの使命は公平、

平等、そういったことで、市長の後援会云々とい



うようなことは、私どもは一切そういう税と切り

離した問題だと考えておりますので、今議員御指

摘のとおり、取れるものから積極的に取っていく

という方針で今後努力してまいりたいと考えてお

ります。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○副議長（谷 外嗣君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 税とは関係ありません。

社会教育費、社会教育総務費の備品購入費で、こ

れは真砂議員さんからも質問があったんですけど、

私はもうちょっと違った観点からこの問題をお伺

いしたいと思います。

１２０台のコンピューターを青少年センター、

樽井、信達、新家、西信、埋文、講師を入れて１

２６台をこういう地域に配分するということを聞

いたんですけど、私ちょっと意外に思ったのは、

２０歳以上の泉南市の４万５，０００の有権者すべ

てを対象にした研修 研修の内容を聞いたら、

初歩的なパソコン教室を市民に教えていくという、

これは今これだけＩＴが広がって非常によろしい

ことだと思うんですけど、この程度の初歩的なこ

とを教えるのでしたら、多分多数の市民を対象に

すべきＩＴの教室になると思うんです。

例えば、泉南市に４万５，０００の有権者がおる

んですけど、これでこの６カ所、こういう配置と

いうので果たしていわゆる希望者が本当にきめ細

かくパソコンを学ぶことができるんかどうか。例

えば、一丘団地は有権者４，４００、砂川団地も４，

４００、それから雄信地区の有権者も４，０００近

くありますわな。そうしますと、なぜそういうと

ころの地域に対しては配慮がないのかと。

例えば、青少年センター、鳴滝地区の人口、有

権者はどんな程度ですか。有権者は１，５００かそ

んな程度じゃないですか。ここには２１台配置す

ると。それで、埋文センターに 歴史教育とい

うのはパソコン教室とは全く関係ないことであっ

て、初歩的な研修を市民に広く教えるんですから、

埋文センターに何も配置する必要があるかどうか

非常に疑問に感じます。それだったらあいぴあに

置いて、全市民にあそこでやっても僕はいいと思

いますよ。

それから、もう１つ、講師は国の予算で６人以

－１８３－

上置けないのか、そういう６人に限定されてこう

いうふうに割ったのか。１つ、なぜこれを６カ所

に２１台配置したのか、再度この理由を聞かせて

ほしいんです。有権者４万５，０００を対象にする

研修でありますから、果たしてこのことがほんま

に勉強できるのか、その点をひとつお伺いいたし

ます。

○副議長（谷 外嗣君） 答弁をお願いします。大

前教育総務部次長。

○教育総務部次長兼社会教育課長（大前輝俊君）

今、成田議員の御質問の中で、埋蔵文化財センタ

ーについては必要がないのではないかということ

ですけど、ただ今回一応国費の対象となっている

ということで、１３年度につきましては、歴史と

か文化の情報だけではなく、一般の方々について

も初歩的な講習を行うということで、１４年度以

降については、今のところ国の方針も未定ですが、

その後機器を利用して文化的な情報の検索とか閲

覧を行うことができるという、そのような方向性

で考えております。

また、あいぴあにつきましては、今回対象とな

りましたのは社会教育施設ということでございま

すので、あいぴあにつきましては対象とならなか

ったということです。

以上でございます。

○副議長（谷 外嗣君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） ちょっともう一遍お伺い

しますけど、泉南市における社会教育施設という

のはどんなものですか。すべての地域に社会教育

施設と位置づけられとる施設はどれだけあるんで

すか、地域にある社会教育施設。学校は教育施設

やな。学校も空き教室がいっぱいあるんだけど。

１４年以後はまだわからないということなんで

すけど、埋文センターに歴史教育で２０台もあそ

こに要りますか、常識的に見て。常識的に見て埋

文センターに 余り中身は言わないですけど、

あそこに２１台も要りますかなあ。あいぴあやっ

たらわかるんですけど、常識に考えて何であの埋

文センターに 単に社会教育施設だからあそこ

に入れるのかね。そしたらもっと西信達公民館と

か、公民館 例えばそうでしょう。有権者数か

らいったら信達公民館、新家公民館、樽井公民館



にもっと多くのパソコンを配置して講師も配置し

た方がよっぽど僕は有効的と思いますよ、行く人

は。（小山広明君「入れるところないで、西信達

は」と呼ぶ）それも駐車場がないのに何であんな

とこに２０台置くのかなと、僕はそれも疑問に感

じてる。僕は西信達に関しても、駐車場がないの

に何であそこに２０台置くのかようわからないね

ん。歩いて行く……、いろんな問題があるんだけ

どね。

それは別として、人口に格差があるんだから、

信達公民館とか、それから樽井公民館、新家公民

館にもっとたくさん配置して、講習もすべきと違

いますか。僕は常識的に考えてそう思うわ。一律

配置は間違ってるわ、これ。一律配置じゃなくて、

そういう人口比に合わして置くと。青少年センタ

ーに２１台も置くんですからね。だから、こんな

偏重した、偏った配置じゃなく、そういう地域に

よってもっと効果のあることをしたらどうですか。

もう一遍言うわ。樽井と信達と新家に再配分すべ

きですわ、これ。

○副議長（谷 外嗣君） 大前教育総務部次長。

○教育総務部次長兼社会教育課長（大前輝俊君）

御質問の埋文の関係でございますが、結果的に２

０台ということで、今回国の補正の通知がありま

して、１施設について対象者を２０人とするとい

うことで、それで２０人、プラス講師用といたし

まして１台の計２１台、これが基準となっており

まして、時間的な締め切りももうほとんどないよ

うな状況でしたんで、このような結果で申請した

ということでございます。

○副議長（谷 外嗣君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） ２０歳以上の有権者を対

象にするんですから、今回は埋文となっとるんで

すけど、平成１４年度からはそういう人口比に合

わして、これは多分やっぱりやる人は多くおると

思いますよ。だから、そういうふうに柔軟に機械

の配置と、しなやかに講師の配置とをすべきと思

うんですけど、その点どうですか。ことしは緊急

に国の補助が来たからすぐこうだけど、次はもっ

とそういうふうにするべきじゃないですか。

○副議長（谷 外嗣君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 今回、１年の補助

－１８４－

という形で、次長も申しましたように急にそうい

うようなことで申請内容がありました。そういう

ことで、１施設２０台ということで限定されてま

すので、そのあたり、市内には公民館が４カ所あ

るというようなことで、合計６カ所という形でさ

せていただきたいと思います。そしてまた、その

後そのあたりの内容としましては、やっぱり１年

間やってみて、その実績でもって一定の判断も持

ってみたいなというふうに考えております。

○副議長（谷 外嗣君） ほかに。 小山君。

○３番（小山広明君） 皆さん詳しく議論されまし

たから、この予算書の中で、議会の方が議員が３

名減になったということでの予算説明書があるん

ですが、ここをもう少し詳しく御説明いただきた

いのは、議員１人減ったら１，０００万とか１，１０

０万倹約されるんだという議論があったので、こ

の辺はそういう１年スパンでいえば予算的にはど

れぐらいの影響があるのかを御説明いただきたい

と思います。

それから、退職金の問題でも議論がありました

が、これは定年で退職する方が６名でしたかね、

それから条例によるのが８名で、都合によるのが

３名、うち２名がやめておるということなんです

が、この絡みで補正予算書の説明で最後の職員数

のところで７名プラスという説明があるんですが、

この辺の定数の問題との絡みで、退職したら補充

しないことで定数というものをしていきたいとい

う答弁も統一的にはあるので、その辺の関係で今

回７名ふえたということになっておる部分の御説

明をいただきたいと思います。

それと、退職金がこれから膨大になってくると

いうことですが、当然退職金というのは給与の一

部として考えてる部分があるので、これはやはり

給与を財源として、何人かおれば必ずそれは退職

されるわけですから、きちっと統一的な１つの計

数を出して補てんをしておかないと、成り立たな

い会計ではないんでしょうか。でないと突然こん

なにたくさんどんと、今回でも４億２，０００万近

い補正の中で２億５，０００万出さなければならな

いということが生じますと、これは財政計画がで

きないんじゃないでしょうか。今回でも歳入の方

では公金がほとんどの財源で組まれておりますの



で、この辺はやはりもう少しきちっと合理的に科

学的にというんか、退職金対応はしないといけな

いんじゃないかと思うので、もう一度この統一的

な御見解をお聞かせをいただきたいと思います。

それから、パソコンの問題では議論がありまし

た。私も市民の方にこの話を言って、私は公民館

活動でパソコンを使うのかなとふっと勘違いしと

ったんですが、市民の方が無料で講習を受けると

いうことになるんですね、聞いておるところによ

りますと。西信達とか新家というあの狭い公民館、

現在でも新家公民館は大変活動が活発で、いつも

部屋が足らないという状況らしいんですが、そこ

に２０台のパソコンを置くとなると、１つの部屋

はきちっと確保しないといけないですね。

しかも、無料ですから、先ほども言ったように

１人に支払われる金額が１６万ですか、そうなっ

てくると、それだけの国費を出してやっていくん

ですが、これは今の状況からいってかなり人気が

ある講座になるんじゃないかなと思うんですね。

そうすると、公民館活動に今度支障を来してくる

んじゃないかなと思うんですが、その辺の対応は

どうするのか。

それから、講師ですね。これ全国的に、大阪府

下でも大阪府会議員が、突然パソコンの予算がお

りて、どうしよう、こうしようと大阪府の職員は

てんやわんやしてますよ、小山さんという話があ

ったんですね。これは全府下的にも全国的にもや

るんですが、講師という手当てはどうなるんです

か、これ。だれが教えるんでしょうかね。その辺

の手当てはどう考えとるのか、御説明いただきた

いと思います。

それから、ページ数でいけば５４ページのこと

なんですが、学校のパソコンは２回目に入れてく

ると思うので、現在の小学校におけるパソコンの

使用状況はどうなっておるのか、その辺をもう少

し御説明いただきたいと思います。

それと、先ほども真砂議員が言ったからいいん

ですが、正職と嘱託なりアルバイトのバランスで

すね。職員を減らしているよと市長は胸を張って

いつも答弁しとるんですが、この辺の状況、まあ

産休とか病欠とかで補充するのはわかりますよ。

そうすると定数、絶対数というのは７０と考えて

－１８５－

いいんですか。そうなるでしょう。普通は正職を

ちゃんと必要なだけ置くと、そして産休で休まれ

たときに補充すると、だから絶対数は変わらない

と、これが普通の定数の考え方ですね。そういう

ことでいいのか、いや嘱託やアルバイトで必要数

を賄っておるという構造になっておるのかですね。

そうであれば、やはりそれは働いている人の立

場もあって、本当に必要なところであれば、単に

頭から定数を減らすというんじゃなしに、やはり

説明責任がここで要るんじゃないでしょうか。こ

ういうことであれば、向井市長は定数について厳

しく対応しておるという市民の認識が一方にある

わけですから、その辺は実態と違うということに

なればやはり市民の信頼を失うんじゃないかと思

うので、この辺の定数に対しての厳しさというの

は、ごまかしのない厳しさでなければ逆な評価に

なってきますので、その辺の説明をいただきたい

と思います。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 橘人事課長。

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 議員さ

ん１名でどれぐらいかというお尋ねですけども、

今きっちりとした計算はしておりませんけれども、

１年間で報酬約９５０万程度であると思います。

それと、６１ページの職員数の７名増でござい

ますけども、これは一般会計の中における職員で

ございまして、正職が６３７名、嘱託８７名で合

計７２４名。正職数でいきますと６名減、その分

嘱託数が１３名増になっておりますので、差し引

き７名増ということでございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 小山議員さんの方か

ら退職金の関係で御質問があったわけでございま

すけれども、先ほど来お答えさせていただいてお

りますように、現在では保留財源というのは退職

金の分については行っておらないということでご

ざいます。

ただ、将来的にかなりの退職者がふえてまいる

という予測がございますので、今年度職員給与の

カット分等を活用した中で、まずその辺の形づけ

というのを行っていきたいということで、現在内



部で協議を行っているところでございます。

そのものについても、当然数十名の退職者が出

てきたときに財政運営上どうするかという問題も

ございますので、引き続きその辺の後の分につい

ても財政当局とは協議をしていかなければならな

いという大きな課題であるというふうには考えて

おります。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） パソコンの設置場

所でございます。公民館の場合、各公民館にはク

ラブ、講座が定期的に活用されております。特定

の部屋をコンピュータールームとして占有するこ

とは、これはできないと考えております。ただし、

インターネットのための回線は特定の部屋に導入

して、コンピューター周辺機器のみ倉庫へ移動さ

せるとか、こういうふうに考えております。移動

が容易なノートパソコンを中心に考えさせていた

だいております。

そして、講師の関係でございますけれども、公

民館には人材登録制度といたしまして、泉州十八

番ネットということが整備されておりまして、現

在高石以南の公民館において活用されております。

登録者数は現在３００人を超えておりまして、そ

のうちコンピューター関連登録者は１０人程度と

いうことであります。泉南市におきましても１３

年１月の広報とかでＩＴ講習、コンピューター基

礎講座の講師ができる方を募集もしてみたいとい

うふうには考えておるところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 中野教育指導部参事。

○教育指導部参事兼指導課長（中野辰弘君） 議員

お尋ねの小学校におけるコンピューターの使用状

況について御答弁申し上げます。

１１月の終わりですけれども、既に設置されて

る４校に対しまして私の方が直接出かけまして、

その使用状況について質問しています。それから、

現実にコンピューターを使った授業研究等もして

ますので、私の方も招待されて、どういう状況か

つぶさに見てまいりました。

その使用状況ですけれども、現在４校に設置さ

れてるわけですけれども、各校とも１年から６年

まで各クラスごとで１週間に１時間、ちゃんと時

－１８６－

間割上に割り振ってます。割り振った中で、その

各学年に応じた使用、例えば１年生やったらお絵

かきソフトとかいろんなソフトがあるんですけれ

ども、それを使って絵をかいたり、そこへ色をつ

け足していくというんですか、いずれにしても導

入されたばかりで、いきなり高度なことはできま

せんので、現在では１年生も６年生もほとんど同

じような使い方をしているというんですか、その

うち教師の方も年次を追って、２年生になっても

同じことをしてるというわけにいきませんので、

当然その指導計画というんですか、つくる中でよ

り充実した指導に心がけていくと、またそう指導

したいと、そんなふうに考えてます。こちらとし

ては十分有効に使用できてると、そういう把握を

してますので、よろしくお願いします。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 小

山議員御質問の保育所費のアルバイト賃金の件で

ございます。

この分につきましては、先ほども御答弁申し上

げました。このアルバイト賃金につきましては、

産休でありますとか、あるいは育休でありますと

か、あるいは途中入所の児童数の増によりまして、

臨時的な要因といいますか、それによってアルバ

イト、臨時職員を雇用してるというところでござ

います。

ただ、正職と臨時職員の比較というところで逆

転現象が起きてるということも説明させていただ

きました。この分につきましては、当然臨時的な

ものについてはそういった臨時職員で雇用すると

いうのはいいんですけども、長期的に臨職で雇用

してる分につきましては、これから我々職員の問

題としてとらえて検討課題にしていきたいと、こ

のように思っておりますので、よろしく御理解の

ほどお願いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 大前教育総務部次長。

○教育総務部次長兼社会教育課長（大前輝俊君）

ＩＴ関連の講師のことでございますが、先ほど泉

州十八番ネットのコンピューター関連の登録者の

活用、あるいは市の方でも「広報せんなん」で講

師を募集するということは部長の方からお答えい

たしましたが、そのほかに現在、大阪府の方でも



講師が不足するということで、登録者を募集して

おります。また、民間会社のいろいろな売り込み

といいますか、ＰＲも現在私どもの方へ来ており

ますので、その辺についても活用していきたいと

考えております。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 的確に答弁のない部分はあ

るんですけどね、いわゆる定数とアルバイトの関

係で、定数７０と絶対数を考えていいのかという

ことで、今の説明からいえば、何かもう常にアル

バイトがおることで運営できておる、ないとでき

ないという状態に見えるので、絶対数はどれぐら

いかなというのが気になるんですよね。

今、アルバイトなり職員数の問題で議論しまし

たから、市長の大きな方針、決意みたいなことで

職員をふやさないということですから、今のこう

いう実態から市長はどういうように把握されとる

のかですね。やはりそれは市長の趣旨が貫徹して

運営されとるのか。僕は今の説明からいえば、と

てもされてないように思うんですね。そういう点

で、再度市長、そういう方針が実際の現場でどう

いう状態であるのかということも気を配って、や

はり市長の言葉にそういう違いがないようにぜひ

してもらわないといけないと思いますよ。そこが

ちょっと聞きたかったんですね。

それから、コンピューターのこれは、大阪府の

関係者も言ってましたが、突然おりてきた予算と

いうことで、もちろん市町村も十分な対応ができ

てないというのが現実だと思うんですね。だから、

それは２１台からのああいうパソコンを一回使っ

てはまた倉庫に直すと。機器を全部つなぎかえな

あかんわけでしょう、何ぼノートパソコンでもね。

それはやっぱりそこにちゃんと置いといて、１２

時間が１つのサイクルで１つの補助がおりるわけ

やから、余り倉庫へ持っていったり動かすという

ことは、落としたら大変ですし、ノートパソコン

は特に落とすこともあるんですから、そういう点

ではちゃんとしたそういう固定した教室を確保し

てやらないかん性格のものじゃないでしょうか。

そういうことで、樽井は入れれるけども、信達

はちょっと待ってほしいとか、そういう上からお
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りてくるから全部受けるんだという方針じゃなし

に、市の状況を言うことによって、この国の施策

に問題があるということも世の中にアピールして

いかないと、何でも国がやることは間に合わんで

もとにかく受けて予算化していくと、こういうこ

とがやっぱり地方自治体の予算に問題が出てきと

るんじゃないでしょうか。市長、やっぱりやれる

こととやれんことがあるわけですからね。そうい

う点ではやれないことははっきりやれませんと。

やっても、それは回り回れば税金ですから、十分

有効に使われなかったら問題なんですよ。そうい

う点では市としてもやはり準備なり受け入れ態勢

なり施設の問題を十分市長も考えられて、そして

これは何ぼ国から言われてもやりませんというよ

うな主体性というのが要るんじゃないでしょうか。

特にコンピューターのこれね、突然こんな年度

末になってこういうものがおりてくると。機器の

購入にしても、どうして買うんか知りませんけど

も、市独自の登録業者から入札で買うというのも

今までの方法でしょうけども、やっぱりそれに精

通した方にアドバイスを受けて、できたら日本橋

へ行って一番安いとこのをそこから買ってくると。

もちろんメンテのこともありますよ。そういうこ

とも保証した契約を交わした上でやるという、そ

ういう大胆な発想もこういう小さい自治体ではで

きます、やろうと思ったら。そうでしょう。業者

任せだったら、談合はしてないと思いますけども、

これだけ全国的に一遍に１２月議会に出てきたら、

それは個々に対応したって間に合わんから、どっ

ちみちメーカーがそういう段取りも全部つけてお

いて、この予算が決まったらどんと入ってくると、

そういうことになりかねないですよ。そういうこ

とも含めて、やっぱり市独自でこの問題は対応し

ていくと。

例えば、国から補助金なりおりてますね。これ

は１６万ですか。これを１２万で買った場合の差

額は、市の収入になるんですか。ならんでしょう。

返さなあかんわけでしょう。しかし、それは返し

てもいいわね、税金やから。それぐらい、あるか

ら全部使うというんじゃなしに、やはりそれに精

通した人と協議しながら、どうしたら安くいいも

のが買えるかという原点に返るなら、今までのよ



うな入札方法だけにこだわらず、本当にそういう

ところへ行って直接交渉して、わずか百何十台ぐ

らいのものですから、そんなことはやろうと思っ

たらできるわけです。それをやればそれはやっぱ

り地方自治体の主体性がある意味で宣伝されて、

泉南市の市政というのが全国にアピールできるん

じゃないですか。

そういう大胆な提案なんかも行政でやってもら

いたい。今までの手法で全部やって、要らんけど

来ると。小さい公民館も大きい公民館も一律に２

１台入れていくと。こんなあほなことしたって、

それは効果が上がりませんよ。こんなことをやっ

とるから、全国どこへ行っても赤字財政になるん

じゃないですか。

そういうようなことを今の答弁を聞いて思って

るんで、市長は技術屋さんで行政の出身であるけ

れども、やっぱりユニークなアイデアを持ってる

方ですから、ぜひ市長、泉南の向井という人でな

ければできないような対応をこういうＩＴなんか

でもやってもらいたい。市長かてやっていらっし

ゃるわけやから、どうしたら安く入るかもよく知

ってはるわけやから、それはぜひお願いをしたい

と思うので、トータル的な答弁でいいですわ、定

数の問題も。市長に答えてもらって私は終わりま

すので、私よりも市民が納得する答弁をお願いし

ます。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 定数については、正職とア

ルバイトとありますけれども、正職の方はもちろ

ん確実に減少をいたしております。退職者に対し

て補充は１００％しないで、できるだけ効率的に

運用するようにということで減らしていっており

ます。

ただ、ちょっと他市と違うのは、泉南市の場合、

少子・高齢化とは言われておりますが、子供さん

が非常にふえているということ。これはある意味

では将来の人口ですから、宝物ということですか

ら、ありがたいというふうに思っております。そ

ういう形で、特に保育所とか幼稚園という形でふ

えております。ですから、それらに対応するため

に一時的にそういう臨時職員なり嘱託職員という

形でカバーをいたしておりますので、若干バラン
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スが悪くなっておるのは事実だというふうに思い

ますが、今後とも将来のそういう人口動態等を踏

まえて、定数管理というんですか、これをきちっ

とやっていきたいと思っております。

それから、ＩＴの方は、今回社会教育施設１カ

所２０台という１つのそういう枠がありますので、

その中で教育委員会としても対応したということ

でございます。時間もなかったというのももちろ

んございますが……。

将来的には、一定そういう形の均一配分という

ことでございますけれども、１年間一応やるとい

うことになっておりますので、やってみた中で、

その模様によって、後はある程度市町村の判断で、

受講者の多いところ、あるいは少ないところとい

う形での対応というのは考えていけるというふう

に思います。

今回は一応１００％補助ということでございま

すから、我々の方も国の施策に乗ったということ

でございまして、道路とか下水のように２分の１

ということであればとてもとてもできるような状

況ではありませんけれども、１００％補助と。若

干電気関係の補修とか要りますけれども、原則と

して１００％補助という中で我々も受け入れたと。

これを受けることによって、将来多くの市民の皆

さんにそういうコンピューターになじんでいただ

くという機会がふえますので、これは１つ非常に

ありがたい制度ではなかったかなというふうに思

っております。

あと、機器の購入については、今後具体的にそ

ういう作業ということになっていきますので、や

はりできるだけ安くということはもちろんそのと

おりでございます。ただ、一定のルールもござい

ますので、その範囲内でできるだけ安価な良質な

機種ということも考えていく必要があるというふ

うに思っております。

○議長（奥和田好吉君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） もう簡単に質問させても

らいたいと思います。

先ほどからコンピューター、パソコンの論議が

ありましたけれども、教育施設、特に小学校では

ことしもまた４校補正も組まれて新しく配置され

ることになりましたけれども、中学校においては



古い機種で使い物にならないと言われるくらいひ

どい状況になっているということは、教育委員会

も御確認されていることだと思うんですけれども、

社会教育施設、小学校、そして子供たちが一番自

主的にいろんなことを工夫しながら勉強していけ

る、その年代の中学校でこういう状態では困ると

思うんですよね。だから、その辺について、ひと

つこれからの計画をお聞かせ願いたいと思います。

それから、もう１つは保育所の問題ですけれど

も、かねてより保育所の運営の状況の中身につい

ては、土曜日の保育の時間延長、それから平日の

保育時間の延長問題なども取り上げてきたのです

が、方向としては土曜日の延長などは実施すると

いうことで、私たちには答えとしてはいただいて

おります。いつから実施するかということで声を

かけさせていただいたところ、それはまだ未定だ

ということで、はっきりした答えにはなっていま

せんし、来年度の予算には当然反映されることだ

と私は思ってるんですが、少子・高齢化時代と言

われて、少子化対策としても特別な補助金も国か

らおりてきました。

そういうふうにみんなが今子供たちを守ってい

く、育てていく、そういうことがしやすいような

施策を国や府、市でつくっていこうということで、

女性がどんどん社会参加できる、そういう状況を

つくっていこうということで取り組まれてきたこ

とですから、その辺についてもちゃんとした答え

を持って私たちには示していただきたいと思うん

ですが、この２点お答えをお願いします。

○議長（奥和田好吉君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 松本議員御指摘の

中学校のコンピューターの件について御答弁申し

上げます。

御指摘のとおり、中学校のコンピューターの機

器の状況については、そういった状況がございま

す。現在、小学校のコンピューターの導入の方を

年次的にやっておりますので、その件が終わり次

第、中学校の方のコンピューターの件についても

対応してまいりたいと、このように考えておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 保
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育所の時間延長の分についてお答えします。

現在、従前から特に土曜日の保育時間の延長に

つきましては御指摘がございまして、それについ

ては検討させていただいてるという形で答弁させ

ていただいてます。現在もこの分につきましては

前向きに実施すべく、関係者と協議を重ねている

ところでございます。もう少し時間をちょうだい

したいと、このように思いますので、よろしくお

願いします。

○議長（奥和田好吉君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） 保育所の問題は、私はも

う昨年ぐらいからこの問題をずっと取り上げてき

て、実施しますよと言ったのが去年の今ごろだっ

たと思うんですよね。もう１年たつのに、実施す

る方向でいろいろ検討しているからもうちょっと

待ってくださいと。日にちを指定して聞けばそう

いうふうな答えが返ってきてましたが、一体何を

検討されてるのか、何が問題なのか、その辺のと

ころも示していただかないと……。

そして、当然来年度に反映できるものだと、私

はそういうふうに思ってるんですけど、そこら辺

については、また来年になれば、いや検討してる

と、日にちは待ってくださいと、こういうことの

繰り返しがどんどんやられるということでは、市

民に対して、やっぱり私たちいろいろ子供さんを

預けてる保護者の方から随分御指摘を受けます。

泉南市のおくれた状況を何とかしてほしいと。大

阪府下でも朝７時から７時までやっていない保育

所というのはもうわずかになってるはずですよ。

土曜日の普通保育もやられてないというのは、も

うほんとにあとわずかですわ。だから、早く他市

の状況に達するところにまで引き上げていただき

たい。

それから、中学校の問題ですけれども、今年度

４校小学校に入りますと、来年度にはまた４校入

れて、それで小学校は終わりますよね。そしたら、

あとまた中学校４カ所ですかね。中学校４校です

から、もうその次の年に４校分入れるんだと、こ

ういうことですか。それとも、来年小学校分が終

わるのと同時に中学校にもコンピューターを配置

するということで予算化されるのか。

といいますのも、卒業して子供たちは大きくな



っていくわけですから、６年生を卒業して中学校

に来た途端、まるで古いコンピューターで、操作

そのものも十分にできないし、研究材料として与

えられても、中学校では一定の機能を持っている

ものがないために、もうそこでとまってしまうと。

これはやっぱりまずいと思うんですよね。だから、

せめても来年度に中学校も一緒にやると、こうい

うことで予算化をしていただきたいと思うんです。

いかがでしょうか。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 土

曜日の保育時間の延長の問題につきましては、時

間が当然数時間ほど延長されますので、我々とし

ましては、職員をどういうふうに配置するか、そ

の辺のことで今検討しております。特に職員間と

なりますと、当然ローテーションの問題でありま

すとか、週に何回あるいは月に何回配置したらい

いかとか、そういった最後の詰めをやっておりま

すので、もう少し時間をいただきたい、こういう

ことでございます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

島原君。

〔松本雪美君「ちょっと待って、議長。吉野先

生、答えしてくれてないです」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 先ほども御答弁申

し上げましたとおり、当面は小学校ということで、

小学校の導入完了時に次の中学校のこともあわせ

て考えていきたいと考えております。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 簡単に二、三点お伺いを

いたしたいと思いますが、３５ページの目、人事

管理費の関係でございます。

公室長の御説明によりますと、予定より大分退

職者がオーバーしたと、こういう御答弁がござい

ました。たしか事前説明のときにも私はお伺いを

したと思うんですが、これはどういうことなのか。

泉南市にもう魅力がなくなって、あるいはまた別

に大蔵省とか運輸省に入られるというような、そ

ういう希望があって退職されるのか、ちょっとわ

からないわけですが、いずれにしても長い間お勤

めをしていただいて、大変優秀な人材もいらっし
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ゃると思うんです。いわば市役所というのは市民

のシンボルでありますし、市役所の職員というの

はほんとに市民から信頼をされてる、そのように

思うんです。（発言する者あり）うるさいな、ち

ょっと黙って聞いてくれ。

何か質問するのを忘れてしもうたけど、いずれ

にしても予定より大分オーバーしてると、こうい

うことですけれども、そこらあたりはどないです

か。体が悪くてやめなきゃならないという方もい

らっしゃるかどうかわかりませんけれども、その

ことが１つです。

それから、条例を読めばわかると思うんですが、

本市の職員の定年制というんですか、６０歳なの

か５５歳なのかちょっとわかりませんが、そこら

あたりも教えていただきたいなと思います。

それから、たくさんおやめになるんですが、あ

との新規補充のあり方ですね。これは１２月に一

定の採用試験があったようでございますけれども、

この補充のあり方についてお答えをいただきたい。

それから、現在の職員数は、一般職で一体どれ

ぐらいあるのか、教えていただきたい。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 島原議員さんの御質

問にお答えをさせていただきます。

御指摘のように、今年度は当初６名の定年退職

の予定が最終的に１７名ということになったわけ

でございます。現段階では１７名ということにな

ったわけでございますけれども、当初の定年退職

よりも倍以上ふえたということでございまして、

我々もちょっと予測より多いなというふうには考

えておりますけれども、事情は自己都合とか家庭

の都合とか、そういうことでございまして、決し

て泉南市に魅力がなくなったということではない

というふうに私は考えているんですけども、退職

される方はかなり長年働いていただいて、市の方

に貢献していただいたということで、我々として

も感謝をさしていただいております。

それと、今後の補充のあり方でございますけれ

ども、現在は行財政改革を進めているということ

の中でございますから、大幅に補充というふうに

はなかなかできないんではないかというふうに考



えております。特に人件費がかなり大きなウエー

トを占めているということの中、今検討している

部分につきましても、官民の役割分担の中でサー

ビスが低下しないものについては、また経費が安

く上がるものについては、当然民間の力をかりる

ということもやっていかなければならないし、職

員の配置のあり方、組織機構の見直しによってス

リム化も図っていかなければならないというふう

に考えております。

ただ、行政をとめるわけにはいきませんので、

中期的に見越した中では、やはり必要とする部分

については、十分原課と協議をした中で、配置す

べきものは配置していくという考え方で我々とし

ては取り組んでいるつもりでございます。

それと、今後職員についても、行政の複雑化、

多様化の中では、やはり十分それに耐え得るよう

な職員研修も必要ではないかということの中で、

今後ともそのような形で進めてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

それと、定年は、現段階の条例では６０歳とい

うことでございます。

それと、現在の職員数は７１６名でございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） もうそろそろ休憩の時間

ですから、簡単にしておきます。

あれはいつでしたか、私の記憶違いならお許し

をいただきたいと思うんですが、北出議員の方か

ら一回泉南市全体の運営についてのシビルミニマ

ムの設定をしたらどうかという御指摘もあったよ

うです。私もそういうきちっとした検証をして、

各課各部の人員のあり方、あるいは現在もあると

思うんですが、役職の適正な配置、そういうこと

も含めて、もうそろそろ一回７１６名の いろ

いろの階層があると思うんですが、例えば５０歳

代、６０歳代、あるいは４０歳代というふうにあ

ると思うんですが、そういうことを含めて一定職

員全体の構成の見直しをしながら、将来への職員

の位置づけというものも必要ではないか、私はそ

う思うんです。

その中には、私のような大器晩成型で、長い間

議員をやると邪魔にもなるような人もいて、いろ

－１９１－

いろ愚痴を聞くんです。しかし、健康なうちはや

っぱり力いっぱい働いていくと。恩給や年金を当

てにして暮らすということも大事ですけれども、

そうでなしに、やっぱり市民に信頼されるような

議会や行政というものをお互いに頑張ってやって

いくという意欲をもうちょっと僕は持たせてほし

いなというふうに思うんです。

今やめられる方にも、残ってほしいなという個

人的な希望を私は持ってますけども、本人の自己

都合ですから、私は市長でありませんからとめる

必要もありませんけれども、非常に長い間経験を

され御苦労なさって、もう少しおっていただいて

はどうかなという気持ちもするんです。特に、今

の倍近くの退職者が出たということは、今の時代

おかしい、どうかなというふうな感じもいたしま

すので、そこらあたりを心配するんです。

したがって、新規採用は行政改革の問題もある

からということですけれども、前質問者はいろい

ろアルバイトの問題とか本職員との関係のバラン

スも聞いておりましたけれども、これは将来そん

なに人員を補給しなくても、あとは少数精鋭主義

でいかれるということなのか、そこらあたりもと

りあえず御答弁いただきたいと思います。

それと、７１６名の中には、これはどういう構

成の中の職員なのか。例えば、本庁部分の職員な

のか、清掃業務も入れてるのか、あるいは消防署

も入ってるのか、これはどんなのか、もう一度あ

わせて御答弁をいただきたい。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 今、島原議員さんの

方からの貴重な御意見をいただいたわけでござい

ますけれども、我々も当然組織の見直し等の中で

適正な職員配置、係員を何人にするかという配置

についても、あわせて検討していかなければなら

ない大きな課題でございます。我々としても、そ

れは当然取り組んでいかなければならないという

ふうに認識をさせていただいております。

それと、新採の関係でございますけれども、先

ほど申し上げましたように、現在なかなか補充を

すべてというわけにはいかないわけでございます

けれども、その中で特に中期的に必要なところに

ついては、当然ヒアリング等を行った中で、市の



採用委員会に諮って採用を決めていくということ

でございます。ちなみに、今年度は６名の採用を

決定さしていただいてるところでございます。

それと、職員７１６名の構成でございますけれ

ども、これは市の職員すべてということでござい

ますから、本庁、消防署を含めて、水道も含めて、

清掃課、それと学校関係の用務員等も含めた中で

７１６名の職員ということでございます。

○議長（奥和田好吉君） 答弁漏れありませんか。

島原君。

○１６番（島原正嗣君） 最後にしときますが、全

国平均の例えば人口の比例と、市職員の、今おっ

しゃったように、本市の場合は７１６名ですけれ

ども、全国的平均は、例えば市民１人に対して、

あるいは１００人に対して一定どれぐらいの割合

で採用されるのか。その標準値ですか、泉南市の

場合は、全国ではちょっとわからないかわかりま

せんけども、大阪府下３３市か３４市かあると思

うんですが、その中で大体どれくらいの採用状況、

あるいは人的バランスをとっているのか、お答え

をいただきたい。

将来は行政改革等もおっしゃってるんですが、

さらに私は一般市民から特に聞くんですけれども、

コンピューターを入れたり、いろいろな関係はほ

とんど機械でやってるんじゃないかと、そういう

ことも聞くわけですが、そういうことも含めて将

来の市職員は、今条例に書かれてるような定数を

ずっと持続するのか、あるいは条例に書かれた定

数を改正していくのか、現段階でははっきりして

なかったら結構ですけれども、そこらあたりをひ

とつお答え願いたいのと、嘱託職員というんです

か、これは現在どれぐらいいらっしゃるんですか。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 全国平均という御質

問でございますけれども、大阪府下の各市の状況、

大阪市を除いてでございますけれども、府内の市

の平均で全部門で人口１，０００人当たり９．９人。

ちなみに、泉南市は１１．１人でございます。一番

多いところでは１５．６という団体もございますけ

れども、泉南市は１１．１と若干平均より高いとい

うデータが出ております。

それと、コンピューター化して、ＩＴ化してい

－１９２－

ったときに職員の数がということでございますけ

れども、機械化されますと、当然減る部門が出て

くるというふうには考えておりますけれども、現

在そこまでまだ検証はいたしておりませんので、

これはもう少し時間がかかるんではないかなとい

うふうに考えております。

○議長（奥和田好吉君） 橘人事課長。

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 嘱託の

職員数でございますけれども、これは多少変動い

たしますけれども、現在で８７名でございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

北出君。

○１２番（北出寧啓君） 簡単に１分ぐらいで済み

ます。

さっきからコンピューターのお話を伺ってるん

ですけれども、古くなったといっても、恐らくワ

ードとかエクセルとか基本的な作業は全部できる

と思うんですよ。グラフィック処理だとか３Ｄ構

成とか、そういうことをやろうと思ったら要るん

でしょうけども、その辺きちっと整理してくださ

いね。

それと、入札の話というのがあったんですけど

も、ただ若干気になるのは、市役所でもそうです

けども、ほとんどＮＥＣばっかり使ってるんです

ね。あれ、特殊なキーボードだし、構成がちょっ

と一般的じゃない部分を持ってるんですけども、

その辺のことはどう考えられていらっしゃるのか。

今回のも全部ＮＥＣですか。それだけちょっと整

理して。簡単な確認だけ。

○議長（奥和田好吉君） 中野教育指導部参事。

○教育指導部参事兼指導課長（中野辰弘君） ただ

いま御質問の中学校の方やと思うんですけれども、

中学校の方の機種は全部ＮＥＣです。現在設置し

ている小学校の方ですけれども、これは入札のか

げんもありまして、富士通の方で設置してます。

それから、機種というんですか、中学校のコン

ピューターがどの程度のものかということですけ

れども、確かに当初設置したのはかなり古いのも

ありますけれども、年次的に少しずつ入れる中で、

実際インターネットに対応できるのが、これは学

校間でちょっと格差があるんですけれども、多い



ところでは１３、少ないところは極端に下がって

３というんですか、これは以前、情報教育の備品

の方で予算措置してましたので、それでソフトを

買うか、それともコンピューターを購入するか、

それは学校選択に任していたためにちょっと格差

があるんですけれども、学校の方で何とか努力し

ていただいてると、そんなふうにとらえています。

○議長（奥和田好吉君） 以上で本件に対する質疑

を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第６号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第６号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

３時４５分まで休憩します。

午後３時１６分 休憩

午後３時４９分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次に、日程第９、議案第７号 平成１２年度大

阪府泉南市男里財産区会計予算を議題といたしま

す。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第７号、平成１２年度大阪府泉南市男里財産区

会計予算について説明を申し上げます。

議案書の６７ページでございます。内容といた

しましては、二級河川金熊寺川改修事業の代替用

地として、男里一丁目１４２４番地の面積１６１

平方メートルを大阪府に売却するものでございま

す。

歳入といたしましては、売却代金６２７万９，０

００円を財産売払収入として計上させていただき

ました。

－１９３－

歳出といたしまして、７４ページに記載のとお

り、売却代金の５０％相当額の３１３万９，０００

円を一般会計に繰入金とし、また同等額の３１４

万円を地元公共事業補助金として、それぞれ計上

させていただきました。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願い申

し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） 先ほども何回もお願いをし

とるんですけどね、その場所とか、それからもう

ちょっと具体的に我々が思い浮かべるような場所

の説明と、それから大阪府に売却したこの跡地は、

一体どういうように利用されるのか、その辺の問

題。

それから、この男里地域の財産区ということで、

地元の公共施設整備に使うということですが、対

象地域はどれぐらいの地域のところの公共事業と

して使われるのか、それから具体的な公共事業整

備の予定などがあるのかどうか、その辺の御説明

をいただきたいのと、それから男里財産区会計が

持っている財産があとおおよそどれぐらいあるの

か、その辺も御説明をいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 場所につきまし

ては、２６号線、第二阪和国道の今はもうやって

ませんけども、ちょうど平野台というゴルフ場の

あった付近の金熊寺橋です。そこから約２２０メ

ーターほど下流側に行った方の右岸側でございま

す。河川管理用道路に面した位置でございます。

その部分でございます。面積は１６１平米でござ

います。

それと、これは男里財産区ということで、男里

地区だけのものでございます。

それと、財産区の公共の整備ということで使用

いたしますけども、今聞いておりますのは、男里

の老人集会場の修繕等に使いたいというふうに聞

いております。

以上でございます。（小山広明「まだ１つ残っ

とる」と呼ぶ）

ちょっと答弁漏れがございました。失礼いたし



ました。男里の財産ですけども、あと、この１４

２４番地に面しまして、同じ面積ぐらいの土地が

もう１筆ございます。それ以外は今のところまだ

聞いておりません。それがあるというのは聞いて

おります。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） そうすると、今回売却した

１６１平米と同じぐらいがもう１カ所あるという

理解でいいんですか。

それと、集会場の修繕に使うというのは、具体

的に修繕をされる予定があるということに承って

いいのか、その修繕費用というのは、当然これだ

けじゃなしに市もある程度負担をする事業内容で

はないかなと思うので、どういうような修繕内容

なのか、わかっておれば若干御説明をいただきた

いと思います。

○議長（奥和田好吉君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 一応、男里の老

人集会場の修繕に使いたいということを聞いてお

るだけでありまして、まだ具体的にはどういう内

容というのは聞いておりません。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） さっき確認しましたが、１

６１平米ともう１筆だけあるというんですが、常

識的にもう少しあるんじゃないかなと思うんです

が、わからないというように理解していいのかね。

はっきりこの１６１平米と同じぐらいしかないん

ですか、この男里地域の財産区が持っている財産

というのは。そこをはっきり……。わからないな

らわからないでいいんですが、これだけだと言い

切る答えなのか、一応わかっておるのはこれだけ

で、まだありますということなのか、そこだけは

っきりしておいていただきたいと思います。

それから、その集会場の修繕をしたいというだ

け聞いとって、中身はわからないということであ

りますけれども、やっぱりこういう予算を上げる

わけですから、そういう要望があればどういう要

望なのかということも聞いて、一応本会議で議論

するわけですから、そのためにこのお金を使うと

いうことであればよく理解できるので、金額的に

もそう大きな金額ではないので、どれぐらいの規

模の修繕をしようとしとるのかなと。ある意味で

－１９４－

公共施設ですからね、集会場といえども。そうい

うことで、そこの整備問題も当該の地域の人も大

変関心のある問題でありますから、その辺の修繕

規模、内容についてもわかれば、やっぱりこうい

う機会に御説明をしておいていただきたいと思い

ます。

○議長（奥和田好吉君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） このような土地、

財産区的な土地ですけども、今現在我々が把握し

てますのは、この１４２４番地に隣接した土地と

いうことだけでありまして、まだやはり共有地関

係で個人名で残ってる共有とか、そういうのは多

分あるとは思いますけども、その辺は把握できて

おりませんし、聞いてもおりません。

集会場の修繕ですけども、これは今現在それに

使いたいということだけしか聞いておりませんで

して、当然修繕等をする前にどういうふうな内容

の修繕をするという計画書を出してきて、これに

対して補助金を交付していただきたいというふう

な形になりますので、今後そのような計画書が出

てこようというふうに考えております。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

巴里君。

○２２番（巴里英一君） まず、お聞きしますけど

も、これは一般質問及び議案で質疑を何回かさせ

ていただきました。改めてお聞きしますが、男里

財産区会計予算となってます。財産区という限り

は、法的根拠がなければ財産区の設置ができない

というふうに思いますけれども、どの法に基づい

てなされているのか。

○議長（奥和田好吉君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 今の巴里議員の

質問ですけども、俗にいわゆるみなし財産区につ

いてでございまして、これにつきましては法的根

拠はございません。ただ、正式な特別地方公共団

体として地方自治法２９４条の第１項で認められ

ているのは樽井地区財産区だけでございます。

この問題につきましては、以前から改善をした

らどうかという御意見、また助言等をいただいて

おります。我々の方といたしましても何とか前向

きに考えていきたいと思っているところでござい

ますが、まだちょっと実現までには至っておりま



せん。

また、平成１２年度第２回定例会におきまして

も巴里議員からこの問題について質問を受けたわ

けでございますが、その中で早急に研究会なり検

討会なりの検討を行う組織を設けたいという答弁

がございました。これにつきましては、今現在検

討資料と、府下４２市町村に対しましてアンケー

ト調査の御協力をいただきまして、その集計もほ

ぼ完了しております。これらの資料をもとにしま

して早い時期に検討会なりを設置して、このみな

し財産区についての改善等について前向きに検討

していきたいというふうに考えておりますので、

よろしく御理解のほどお願いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 地方自治体というのはも

ともと法に基づいて設置されたものでありますし、

あらゆるところは法に基づいて運営されているわ

けですね。このことは言わずもがなの話ですけど

も、法に基づかないと明言されて、財産区的財産

の扱いだと言って、これは今後見直すんだと言っ

て、いまだに資料を集計中だと。明らかに違法だ

ということを認めるわけですか。認められるんで

すか、法に基づかないということを。認められて

いるわけですね。

○議長（奥和田好吉君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 実際みなし財産

区については、先ほども申し上げましたように法

的根拠はございませんけども、慣習的に今まで樽

井地区財産区に準じた形で運用してきたという経

過もございまして、先ほど申しましたように４２

市町村のアンケートをとりまして、今現在資料づ

くりをやってるところでございます。

そのアンケート調査を行った中では、府下４２

市町村の中で、地方自治法２９４条１項で認めら

れている財産区につきましては、１８市、５町の

２３市町ございます。みなし財産区につきまして

も、当市を入れまして７市ございます。これらの

みなし財産区をどういうふうな運営の仕方をやっ

ているのかと、アンケートだけですので表面的な

ことしか書いておりませんので、その辺もどうい

うふうな経緯であったかとか、どういうふうな運

営のやり方をやっておるとか、もうちょっと詳し

－１９５－

く聞いて、何とか早い時期にみなし財産区として

の改善等を行っていきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 別に僕は難しいこと言う

てないんですよ。４２市町村で資料を集計して、

そして当市を含めてみなし財産区は７市やってる

と。それで、各地区であるからうちはいいんだと

いうことにはならないと私は思うんですね。

本市として財産区そのものの扱いのあり方、財

産区的財産のあり方そのものが本来は中で論議す

べき問題で、資料があるから、向こうがやってる

からとは違うんです。法に基づいて執行されるも

のについて、法に基づいて執行されない部分があ

るとしたら、それをどう変えていくかということ

を考えるべきものであって、よそから知恵をもら

ったからできるんだということには僕はならない

と思うんですね。

恐らくこれはやるんだったらやるで財産区申請

すると。今は恐らく財産区財産の設置は無理やと

思いますし、できないと思うんですよ。いわゆる

合併当初の問題があってこれは設置されたもので

あって、それ以外に設置されたとこないと思うん

です。政令でもそのことを言ってるはずなんです。

それで、前にも言いましたけども、本来財産区

財産は管理するのみですよね。それがふえてると

いうのはおかしいと僕は前によう言ったんですが、

これはまた違うときに申し上げますけども、この

ことをずっと従前から言いながら、今もってその

ことに明快な答弁なしに、検討中あるいは集計中

という話になってるとしたら、この議案のあり方

そのものが、これしかやむを得ないんだとかいう

んなら、それはまたそれなりの皆さん方の判断も

あろうかと思いますけども、我々はこういった法

に基づいて執行されてる部分を、ある意味では重

大な法に基づかないことをやってるやないかと議

会の中で追及される部分というのはあるわけでし

ょう。その方々が一切そのことに対して、例えば

法に基づかないものをやってるのに対して問題提

起しないというのは、僕は不思議でしゃあない。

そういうところを私は疑問に感じているんです。

そのことをきちんと市民の財産なら市民の財産



だとしてやり直すなら、きちっとそこへ持ってい

くんならいいですよ。そういう整理の仕方の方法

を出すべきじゃないですか。そして、法に基づい

て執行するということに変えていくことにみずか

らがしなかったら、よその資料があるからこれに

基づいてやるんだということにはならないんと違

うかなというふうに思うんですけどね。

私、これ以上追及というか質疑を余りしません

けども、議長にも私申し上げてることもあります

から、議会運営の問題もありますので余りしませ

んけどね、こういうやり方をいつごろまでに一定

の答えを出されるのか、その日程的というか、年

度的見込みというんですか、議会なり我々に事前

に提起できるようなことがいつごろになったらで

きるのかなと。これはもう違法性ははっきりして

ますから。認めましたからね。その点明らかにし

ていただければ。

○議長（奥和田好吉君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 議員御指摘のように、

合併時にその前の各地域の財産が整理されておっ

て、そして合併時にそれが法に基づく処理がなさ

れてるということであればこういう問題は起こっ

てないんですけども、残念ながら本市の場合は、

地域としてはその設定が樽井だけであったという

経過がございます。そういう中で、先ほどの小山

議員の質問がございましたように、各地域の１つ

の資産と申しますか、そういうのが正確に把握さ

れてないというのが１点ございます。

そういう中で、それは当然全国の合併での１つ

の課題として残っている中で、１つのみなし財産

区的な処理ということがいわば容認されてきたと

いう経過も１つはあると思います。

そして、本市におきますその辺の整理について

一番問題は、各地域のそういうふうな資産と申し

ますか、財産が十分的確に全体的に把握なされて

ないということ、それが１つございます。

それと、それの各地域のあり方と申しますか、

現在の形態ですね。その辺がまたいろいろと種々

多様にあるということ。そしてまた、地区により

まして、地域によりまして財産区があるとかない

とか、その辺の問題点等もございます。

そして、もう１つ財産が把握されにくいという

－１９６－

のは、共有名義と申しますか、それが単純に各旧

村の記名という形でなしに、今までの歴史的経過

の中で共有名義とかそういうふうな部分も多々あ

るわけでして、その辺の整理につきましてもなか

なかしづらいということがございます。

そういう中で、現在は１つの各自治体での対応

というのは、具体に土地に絞りますと、土地の処

分をする場合に、１つの形態として具体の処分の

形としてなされざるを得ないというふうな状況も

あるんではないかと思っております。

ただ、いろいろと課題もあるわけでございます

から、その辺、議員御指摘のいついつまでにそれ

ができるのかということは、今のところ明言はで

きないわけでございますけども、今申しましたよ

うな課題、どれだけの課題があるのかということ

をとりあえず整理、集約していくというとこから

前向きに検討してまいりたいと思っておりますの

で、その点の御理解をお願いしたい。

〔巴里英一君「最後に」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 議長、済みません。それ

なら納得するまでやるということになってくると、

恐らく僕は納得しないということになるんで、平

行線になっていくかなと思うんですよ。今までの

運営の中で、私がやるんだったらいつまでもとい

うことではないというのは、ここらあたりを私が

申し上げている点だという御理解をいただきたい

なと、まず思います。

それで、最後に私の思いというよりも、こうい

う方向ですよということを、本来なら売ってから

財産区財産を設定するんだという考え方そのもの

が既に間違ってるんだということを理解いただか

なかったらあかんです。売る前に既にあるわけで

すから、それの方法論を論議しといて、それで議

会に提起してくるならまだわからんことない。売

ったからやるんやとか、そうでないからやらへん

のやとかいうことにはならない。もともとあるも

のですから、そういう意味では。どういう方法を

今後とっていくのかということをきちんと押さえ

てくださいよと言ってるんですわ。だから、こう

いう法になじんでないことをしてはならないです。

解決の方法は方法論としていろいろ考えてくださ



いよ、その時期を示してくださいよと言うてるん

です。

そうやないと、今部長が言われたように、財産

区的財産みたいなものを持ってないところと持っ

ている地区とでは大きな差があるじゃないですか、

区財産とかいろいろの関係から見たら。富裕な区

としてあるものと、富裕でないところがあるじゃ

ないですか。合併したら当然それぞれの住民が町

民になり市民になれば、同じようにやらなきゃな

らないのが本来の行政的処理じゃないですか、平

等性からいうたら。それがならないところに問題

があるんですよと言うてるんです、指摘は。

樽井の財産区は、先ほど申し上げたから、あれ

はあれで処分したらいいんですね、それはきちっ

とできてますから。しかし、そうでないところに

問題があるんですよという提起を申し上げてるん

で、僕が先ほど言うたように、売ったから財産区

を設定するんだということじゃないんです。もと

もとあるということを前提でのあり方も含めてや

っていって、議会の承認をきちっともらっていく

と。その限りにあらずとか、そういうことをやら

ん限り、これほかの面も含めて同じことを私また

次のときも繰り返さなきゃならないかなというこ

とになろうかと思いますので、ひとつその点、理

事者の皆さんには再度法との関係できちっと整理

をし直していただきたい。こんなことを余り私ら

に言わさんようにしてもらいたいなということで

終わります。

○議長（奥和田好吉君） 堀口君。

○１５番（堀口武視君） ちょっと１点だけこの件

についてお聞かせを願いたいと思いますけれども、

この男里の用地、男里地区がこの土地を取得した

経過あるいは用途、どのような用途に使われてい

たのか。

僕は今の巴里さんの質問とは違った視点から考

えますと、この用地を取得する経緯の中で、お互

いに昔の住民が汗水垂らして用地を取得した、登

記簿上の問題で共有地とせざるを得なかったとい

う経過がなかったのかどうか。その辺、そのよう

な経過があると、当然その地区の 今ここで５

０％、５０％という割り振りになってるんですけ

ども、このことは地元が１００％を主張する、こ

－１９７－

ういう形態の土地も地区によっては存在するんじ

ゃないかなと、このように思いますけれども、例

えばそういうような形態の土地が出てきたときに

市の方としては逆にどのような対応をされるのか、

違うような形態で処分されることがあるのかどう

か、その辺をひとつ見解として教えてほしいなと、

このように思います。

○議長（奥和田好吉君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 今回のこの土地

につきましては、今現在雑種地ということで作物

とか何もこしらえておりません。以前は畑という

ことで、男里の人が若干作物をこしらえていたと

いう経過がございます。今現在は更地になりまし

て、雑種地ということでやっております。

これは表題部だけは共有地ということでござい

ましたので、これにつきましては男里区長さんあ

るいは役員さんの方といろいろ話し合いをさして

いただいて、昔からの男里村の土地ということで、

今現在は町村合併で市になっておりますので、現

在は市ということで、ただそういったことで男里

区の方が今まで財産管理とかそういうふうなこと

をやってきた経過がございますので、今回は５０

％、５０％ということで話し合いを行いました。

同じ共有地でも、これは個人名で残ってる部分

とか、それからまたその個人さんが便宜上その地

区に使っていただいたとか、いろんな経過があり

ますので、そういった土地につきましては、いろ

いろ経過も聞かないけませんし、そのときの条件

によって話し合いをしてるという状況でございま

す。

○議長（奥和田好吉君） 堀口君。

○１５番（堀口武視君） １つ確認をしときたいん

ですけども、このことがすべての共有地の前例に

なるというわけじゃないということを１つ僕はこ

の時点で確認をしときたいと、このように思いま

すし、泉南市では今３３区ですか、その中では地

縁の団体の設立をされてる区が多分あると思うん

ですけども、そういうような区が共有地を例えば

その地縁団体に登記をすると、こういうことにな

ると、市としてはそのことは認められるんでしょ

うかね。その辺はどうなんでしょう。

○議長（奥和田好吉君） 馬野総務課長。



○総務部総務課長（馬野史朗君） 共有地の配分割

合ですけども、これにつきましては今までの慣例

等もございまして、基本についてはそれを基本と

して共有地については考えていきたいというふう

に考えております。

ただ、先ほども申し上げましたように、個人名

義のものがありますので、それらについてはやは

りその個人名義になった経過等もありますので、

それらについては十分意見を聞いて判断をしてい

きたいというふうに考えております。

○議長（奥和田好吉君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 今、正確な資料を手持

ちじゃないんですけども、たしか泉南市域で地縁

団体として法人格を有しておるのは、あと陸地区

が登記されてると思います。だから、陸地区の登

記されてるときに、仮にそういう土地があるとす

れば、それはいわゆる陸地域の共有財産というみ

なし方がされてるんじゃないかと思っております。

〔堀口武視君「わかりました」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） ちょっとお伺いをしたい

んですが、非常に初歩的なことで申しわけないん

ですが、これは泉南市の普通財産所有台帳という

か、普通財産を記載してる台帳、これには記載さ

れておるんでしょうか。

といいますのは、町村合併したときに各町村の

財産というのは、すべて町に帰属をされていると

いうふうに思うんですね。ため池なんかもそうで

すね。ところが、ため池については水利権がある

から、その水利権補償として財産区をつくって、

そこに応分の配分をすると、５０、５０と、こう

いうことになるわけでしょう。これは明確なんで

すよね。水利権補償としての補償を物的にすると

いうことでこの財産区を設定する。

それで、樽井については、これは樽井区として

いわゆる合併時の条件として固有の財産を保有す

る、こういうことが明確になってるわけでしょう。

その他の地区についてはすべて町に財産が帰属さ

れて、当然町がその財産を普通財産としてちゃん

と帳簿に記載して保有する、こういうことになっ

てるわけでしょう。それは町の財産でしょう。こ

れは本来町の財産であるべきではなかったんです

－１９８－

か、町村合併のとき。ちょっと私わからないんで、

堀口議員の質問とちょっと重複……。

○議長（奥和田好吉君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） この土地につき

ましては、普通財産の台帳に載っておる土地では

ございません。あくまで男里の共有ということで、

これは普通財産台帳には載っておりません。

普通財産台帳に載っておりますのは、町村合併

以後、今まで行政財産として使っていたところが

廃止されて普通財産になったとか、そういうもの

については普通財産の台帳に載っておりますけど

も、こういう土地については普通財産の台帳には

載っておりません。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） ちょっと私、長いこと議

員やらしてもらってるんですが、よくわからない

んでお聞きをしたいんですが、先ほどちょっと外

からそういう土地はようけあるぞというふうに言

われたんですが、しかし、この処分については、

これは議会の議決が必要なんでしょう。しかし、

泉南市の土地台帳に載っていないと。そういうこ

とになれば、普通財産としてしてないということ

になれば、これは逆に言えば村の固有財産という

ことになるんじゃないですか。１００％村がこれ

は権利として自由に売買できるんじゃないですか。

それで、現に村の財産であれば村がちゃんと登

記できるような 町村合併したらいわゆる登記

権者としての村というのはもうなくなってるわけ

ですから。そうでしょう。これはそんなもん登記

権者にしてる村ありますかいな。

今、何か法が変わって、以前ある方が言われま

したけれど、そういう地域の団体も法人登記をす

ることが可能だと、法が変わってきたと、こうい

うことにはなっておりますが、まだそんな村につ

いては泉南市ではそういうことを聞いておりませ

んし、その辺は村の登記、村がちゃんと登記でき

るんですか。何をもって村の財産だというふうに

言えるんですか、法的には。

○議長（奥和田好吉君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） この男里の１４

２４番地の土地につきましては、これはあくまで

男里地区の財産区財産ということで、財産区財産



については、売却する場合には当然議会の議決が

必要やということで、今回議案として上程させて

もらったものでございます。

共有地ということで、これはその男里地区が自

分ところの地区の名前で登記できるというもので

はございません。これは今の段階では、地縁団体

はどうかわかりませんけども、今の段階では市し

か所有権移転ができないということでございます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） ちょっと議長、申しわけ

ありません。今の答弁は、答弁してるようですけ

れど、私の質問には答えてないというふうに思う

んですよ。いわゆる男里の財産区財産なんていう

のは、これは町村合併して、樽井には財産区財産

というのがあるんですよ。樽井固有の財産という

のはあるんです。合併時の条件です。樽井を除く

その他の旧６カ町村、この小字、こういうものは

もう行政区としての意味をなしてないわけです。

だから財産の登記なんかもできないんですよ。登

記権限ないんですよ。そやのに男里の財産区財産

と。こんなもの登記もしてないのに、何で財産区

財産だと明確に言えるんですか。

○議長（奥和田好吉君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 和気議員の質問にお答えい

たしたいと思います。

おっしゃるとおり合併当時の協議書では、樽井

区だけは財産区財産として保全をまずしておりま

す。その他の財産につきましては、町へ帰属する

という形に合併の協議書はなっております。これ

は議員おっしゃるとおりでございます。

しかし、その樽井以外の地区から、やはりそう

いう財産区的な保全はしてなかっても、財産区的

な財産をどうするかという時期が合併後ありまし

た。そういうことから、そういう地区の人からは

やはり樽井と同じ取り扱いをまずできないかとい

う形で、私どもは、法的にはなじまないんですけ

ども、みなし財産区という形で処分して、しかし

処分しても会計を明確にせんといかんというよう

なことがありまして、財産区会計を設定して市議

会にも御提示申し上げてるということでございま

す。

やはりこれについては昔からの経過もありまし

－１９９－

て、非常に難しい問題があります。それで、我々

は地区の人の意見も十分聞きまして、何とか樽井

区と同じ取り扱いができないかなあというような

ことでこの運用をさしていただいたということで、

御理解をお願いいたしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） まとめてください。和気

君。

○１９番（和気 豊君） 合併当時のことは私よく

わからないんですが、そういう申し入れがあって、

今売却するときに、処分するときに、こういう扱

いをしなければならない土地というのはどの程度

あるのかですね。どんどん上がってきたというん

やから、その辺は本来市がそれはあかんと、市に

全部帰属して普通財産にしてもらわなあかん、合

併時の条件やと、こういうふうに物を言えばそれ

で済んだような問題ですから、それをあいまいな

形で残しとったんか、あるいはそれをそういう形

で暗黙のうちに了解した。しかし、現に本来普通

財産として帰属するべきものはこれだけあるんだ

ということでちゃんと握っておられるのかどうか

ですね。

それと、私、例えば池みたいに水利権補償とい

う格好で、その池を利用しておられた皆さんに水

利権補償という形でその権利分を財産区で保有す

ると、半分の分をね 池は池床もそうか。総有

やな。俵池のときはそうでしたね。申しわけない。

そういうことで、そういうことの場合にはもう

はっきりするわけです。水利権もあるし、それか

ら池床もそうやと、総有やと、こういうことで、

その場合に両権利を考えても５０％、５０％やと

いうことでしょう。

今回は、帰属については、まさに本来市に帰属

するべきものを、町に帰属するべきものをそのま

まにしとったわけですから、その辺では権利関係

は非常に弱いなというふうには思うんですが、そ

の点、今後こういうものについては出てきて初め

てわかるということではなくて、一定市がきっち

りと全体の立場に立って掌握をされていく、こう

いうことがやっぱり必要ではないか。

このように処分するときには市にやっぱりお金

が半分入ってくるわけですから、それで相手のい

わゆる権利保有の村には、村の公共事業に充てる



ということで、そういう点では公共事業をやると

きには市が満額使わずに、市の単費でやる事業の

ときでもそれを利用さしていただけるわけですか

ら、これは今財政難の泉南市にとっては非常に有

利に展開していくんではないかというふうに思い

ますので、その点最後に、出てきて初めてわかる

というんではなくて、ひとつ頑張って整理に当た

られる、こういうお考えはありませんか。それを

最後に。

○議長（奥和田好吉君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 樽井区以外の今言うたみな

し財産区的な財産の整理は、おっしゃるとおり今

現在は整理できておりません。これも将来的には

やはり整理する必要は十分あると思います。でき

る限りその整理に努めたいなと、かように思いま

す。

以上でございます。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 他に。 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 論点が多岐にわたってる

んですけども、市として今後どのように整理して

いただくのか、方向性は出していただきたいなと

思うんです。樽井財産区にしても、住民によって

はもう市に帰属した方がいいんじゃないかという

ふうな意見も一部ありまして、そういうことをす

れば、一応泉南市の普通財産へ移行したら、例え

ばそういう問題は根本的なとこでは解消されると

思うんですけども、あるいはまた逆にこれがみな

し財産区ということで樽井財産区をモデルにして

いけば、また違った形になると思うんです。

それで、歴史的な経緯があるので、普通今の法

体系の中でなかなか整理がつかないという部分は

当然あるんで、こういう問題が出てきてると思う

んですけれども、少なくともこういう共有地、課

税してませんよね。そういう共有地まがいの土地

がどれぐらいあるかは把握されているんでしょう

か。

これは男里財産区会計ということで出てきたん

ですけども、泉南市の３３区の分け方というのは

任意な分け方であって、僕は男里地番ですよね。

泉南市の任意の行政区分は３３区なんですけども、

そしたら地方自治法によると、例えばその一体性
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を損なってはならないと。例えば、男里といった

場合に浜も入るのか。そういう一体性という問題

を損なってはならないということですから、地番

では男里なわけなんですけども、例えばそういう

ことをどうお考えになられるのか。

その辺の今後の問題、例えば樽井財産区を解消

していって、もう財産区はなし、そして６カ町村

で遺物がいっぱい残ってますから、そういう方向

で整理されていくのか。それは巴里議員のずっと

言ってらっしゃる論点だと思うんですけども、逆

にそうじゃないという形で、みなし財産区でどん

どんこれからつくっていくのか、そういう形で管

理をしていくのか、その辺基本的な方向性をちょ

っと示していただきたいと思うんですけれど。

○議長（奥和田好吉君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） １つは、その共有地は

全部把握してないということでございます。そし

て、ため池についてですと、別のため池台帳とか

あるわけですけども、今議員がおっしゃるように、

各地区のその共有地というのは把握してないとい

うのが実態でございます。

そういう中でございますので、当然現在どうい

うふうにあるべきかという方向性は、今のところ

見出してないというのが現実でございます。

〔北出寧啓君「一体性も答えてくださいよ。男

里財産区会計の一体性。どういう領域」と呼

ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） この男里財産区

ですけども、これは男里区ということで、男里の

浜区は含んでございません。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） そういう答弁でよろしい

んですか。助役、いかがなんでしょうか。

○議長（奥和田好吉君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 当然これは男里区の財産区

ということで、浜区は含んでおりません。

そして、先ほどの樽井財産区の件で市へ帰属と

いうんですか、そういう意見もあるということで

すけども、これをまず処理しようと思えば、まず

この財産を一括して処分して現金にかえるか、も

しくは市へ帰属という形のものができるかという



問題だと思います。いずれにしても、当市議会の

議決が必要やということと思います。

そして、財産区の処分した会計は、今まででも

当市議会にも議決を求めて、健全なる財産区会計

という形で執行をしておりますので、やはりその

辺の会計の処分は適正な会計処理をしてるという

ことで御理解をお願いいたしたいと思います。

もう１つ、これはちょっと誤解を招いてると思

うんですけども、男里区の財産と財産区は違うと

いうことだけ御理解をお願いいたしたいと、かよ

うに思います。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 今、助役の男里区と男里

財産区とは違うと。僕がさっき申し上げた男里区

というのは、浜区とか任意の行政区分をした部分

ですよね。法において保障された行政区じゃない

ですね。市町村行政区じゃないわけですよね。そ

れと男里財産区とは違うというふうにおっしゃっ

てるわけで、それはそうなんです。そしたら男里

財産区というのは浜区も含むんじゃないですか。

○議長（奥和田好吉君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 男里財産区というのは、あ

くまでも男里区だけの財産区ということで御理解

をお願いいたしたい。

私が先ほど申し上げたのは、さきの堀口議員で

すか、の質問にもありましたように、ただそうい

う表題部で共有地というような形の 登記され

た表題部ですね。そういう登記された物件がかな

り出てきます。そういう面につきましては、いろ

いろなケースがございます。個人名で登記された

共有地もあり、また総有以外の形で登記された形

のものもいろいろございます。それは個々に各地

区の人と十分協議をいたしまして、この財産は財

産区であるか、区の財産であるかということを十

分協議しながらやっていくということでやってお

ります。

当然、財産区財産であった場合は、やはり会計

を設定して今の配分率でこれからもやっていきた

いと、かように思っております。御理解のほどお

願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 一問一答になっておりま
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すので、まとめてください。北出君。

○１２番（北出寧啓君） 複雑な問題があります。

歴史的経緯で共有地というのは発生してますから、

そういう意味では私が言ってるのは、３３区と任

意に分かれたのは昭和４０年代なわけですよね、

浜と男里がですね。その間、男里として一体性を

持ってたわけですよ。共有地も含めてですね。そ

うでしょう。そういう例えば阪南市と泉南市の裁

判もあったわけですから。

ただ、それ以上は言及しませんけども、雑多に

いろんな問題が派生してきてるわけですよ。もう

ちょっと包括的に整理していかないと、こういう

形でパッと出て、それをここで議会で承認される

というのは、どうも非常に腑に落ちない。

それと、もう１点だけ、これからは共有地の整

理をいつごろまでに いつごろというのは難し

いかわからない。努力目標としてどういう形に整

理していくのか。例えば共有地を整理して、課税

する課税対象としてどう扱うのかという話があり

ますよね。それで、売却した後、その売却前後で、

今さっきの話もありますけど、それで財産区のみ

なし財産区にして所有関係を５０％、５０％とい

うふうなことにする。そこまで何もいらわなかっ

たり、あるいは陸みたいないわゆる地縁団体をつ

くる、法人格を取得する。そうなると売却した場

合のその所有権はいろいろ違いますので……。

○議長（奥和田好吉君） 北出君に申し上げます。

まとめてください。

○１２番（北出寧啓君） だから、その辺の整理を

もう少し、議会へ上程する以前に、歴史的経過が

あるからやりにくいと思うんですけど、もうちょ

っと基本的な枠組みをきちっと提示してもらわな

ければ議会で論議にならないですよ。ちょっとそ

の辺、方向性だけ最後に答弁をお願いいたします。

それと、余談ですけど、赤線、青線とかの処分

が意外と建て売り住宅とかの販売で消滅してしま

ったりするわけですね、その辺の管理が。そうい

うことも含めてあるんですけれど、それは答弁結

構ですけれども。

お答えください。

○議長（奥和田好吉君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 共有地の形態というん



ですか、今までの例ですと、本市の場合ため池が

よく財産区として設定されてるわけでございます

けれど、ほかにもいろんな共有地の形態があるわ

けでございます。とにかくその共有地の今の現状

ですね。どういうふうな形態が本市の場合あるの

か、それの分類といいますか実態の把握の中で、

それを整理する中でどういう方向性が見出せるの

か、またそこには当然樽井財産区との関係とか、

また陸との関係とか、その辺の関係もございます

し、また先進地の事例等もございますし、その辺

は今後の研究対象ということで御理解をお願いし

たい。（北出寧啓君「共有地の把握、どうするん

ですか。あとどれぐらいでやるんですか」と呼ぶ）

共有地の把握というのは、今の時点ではめどとい

うのは申し述べにくいので、御理解をお願いした

い。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

東君。

○６番（東 重弘君） ただいま和気議員と理事者

のやりとりの中に、地方自治法でいけば共有地の

登記は自治体名義しかできないだろうという議論

があり、また理事者の答弁の中に、合併後共有地

を自治体に帰属さすという御答弁がございました。

聞くところによりますと、昭和２６年に信達郷

共有地で人格なき社団、いわゆる地区ですね。当

時は部落と言ったか、その登記もあるそうですし、

我が地区でも昭和３２年６月２６日、つまり泉南

町に合併をしてから１年未満ですね、３１年だっ

たと思うんですが、そのときに国が当時の町長の

証明をつけて人格なき社団、地区の名義で登記を

されてるんですね。こういうものがあるんです。

その答弁と少し矛盾をしてると私は思うんで、こ

の際その辺の理事者の見解を少しお聞きしたい、

このように思います。

○議長（奥和田好吉君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 大変古い時期の登記関係で、

今初めて聞いたんですけども、やはりそういうこ

とが事実あれば一遍精査して研究もいたしたい。

今ここで見解を述べよといっても、やはり非常に

難しい。精査させていただきとうございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 東君。
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○６番（東 重弘君） 私はとやかく理事者を責め

るつもりはないんですが、議論として、自治体の

登記しかできないから地区に権利がないだろうと

いう議論があった。なぜそんな財産区をつくるん

だというような議論まで進んだと思うんで、私は

自治法が、部分改正はあっても共有地については

見直しをするというようなことは書いてませんし、

幾ら古くても同じ扱いであるべきだし、泉南町で

あっても市になっても、首長さんがどういうふう

にかわられようと、これが間違ってるんだと、い

やそれは前の首長の判断だと、こういうようなも

のではないと思うんですね。

特にこれは権利というものについてですから、

個人の権利を取り上げるというようなことは到底

できないはずだと思います。それで、先ほどの自

治体に属するんだということには、こういうもの

があるんだということをここで議事録へ載せ、申

し上げておきます。

それと、私の意見としましては、堀口議員がお

っしゃったように、当然地縁による登記というの

もこれから大いに、これは市長の同意がなければ

できないとたしか書いておりますので、この辺、

上林さんがおっしゃったように議論して、今の形

態では大変もめることが多い。当然理事者におか

れても共有地を把握してないというような状態も

ございますから、こういうようなものを、自治法

の中で決められたこの地縁による登記というもの

を向井市長の御理解をいただいてぜひ進めていく、

これも１つの解決のいい方法だと思いますので、

これからまた議論させていただきたいと、このよ

うに思います。

○議長（奥和田好吉君） 以上で本件に対する質疑

を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第７号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） ただいまの議長の宣告に

対し御異議がありますので、本件については起立

により採決いたします。



お諮りいたします。本件は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って議案第７号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、明１５日午前１０時から本会議を継

続開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、

明１５日午前１０時から本会議を継続開議するこ

とに決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後４時５０分 延会

（了）

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 奥和田 好 吉

大阪府泉南市議会議員 島 原 正 嗣

大阪府泉南市議会議員 角 谷 英 男
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